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られ、 現在架かっている橋は l9 1 1 年に架設され、 2 0代目にあたる (石造二
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境
整
備
の
推
進
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◎

は
じ
め
に

自
転
車
は
、
買
物

･
通
勤

･
通
学
、
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
様
々
な
目
的
で
多
く

の
人
々
に
利
用
さ
れ
て
い
る
便
利
で
楽
し
い
乗
り
物
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年

で
は
排
気
ガ
ス
を
出
さ
な
い
交
通
手
段
と
い
っ
た
環
境
負
荷
が
少
な
い
面
が

注
目
さ
れ
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
で
史
跡
や
観
光
地
を
結
び
ま
ち
お
こ
し
を
図

る
な
ど
、
全
国
各
地
で
自
転
車
利
用
促
進
の
動
き
が
進
ん
で
い
る
。
最
近
で

は
、
近
年
の
健
康
志
向
か
ら
利
用
者
が
増
加
す
る
等
、
今
後
交
通
社
会
の
中

で
重
要
な
位
置
づ
け
を
持
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

一
方
で
、
近
年
に
お
け
る
自
転
車
交
通
事
故
の
増
加
、
放
置
自
転
車
問
題

な
ど
の
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
我
が
国
の
自
転
車
利
用
環
境
整
備
に
つ
い
て
、
交
通
事
故
や

自
転
車
走
行
空
間
の
整
備
状
況
な
ど
の
現
状
と
課
題
を
整
理
し
た
上
で
、
自

転
車
通
行
の
正
常
化
に
向
け
た
、
国
土
交
通
省
に
お
け
る
最
近
の
自
転
車
利

用
環
境
整
備
の
取
組
み
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

自
転
車
利
用
環
境
の
現
状
と
課
題

ー

都
市
内
の
交
通
手
段
と
し
て
の
自
転
車
の
特
徴

都
市
内
に
お
け
る
交
通
手
段
の
移
動
距
離
と
所
要
時
間
の
関
係
を
、
図

1
に
示
す
。

出
発
時
は
、
徒
歩
が
有
利
で
あ
る
が
、
車
庫
か
ら
の
出
し
入
れ
が
比
較

的
簡
単
な
自
転
車
は
、
五
短
程
度
ま
で
は
移
動
時
間
が
最
も
短
く
、
都
市

内
交
通
と
し
て
最
も
効
率
的
な
移
動
手
段
で
あ
る
。
五
如
を
超
え
る
と
鉄

道
や
自
動
車
が
有
利
と
な
る
が
、
最
近
で
は
五
蹴
以
上
の
長
距
離
の
移
動

に
も
、
通
勤
等
に
多
く
の
方
々
が
自
転
車
を
利
用
し
て
い
る
。

2

自
転
車
交
通
を
取
り
巻
く
課
題

近
年
、
急
速
な
高
齢
化
等
か
ら
、
よ
り
安
全
な
歩
行
者
空
間
が
求
め
ら

れ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
歩
道
上
で
歩
行
者
と
自
転
車
が
混
在
し
て
通
行

し
て
い
る
実
態
が
あ
り

(写
真
↓
、
歩
行
者
と
自
転
車
が
安
全
に
安
心
し



威
を
与
え
た
り
、
け
が
さ
せ
る
な
ど
、
自
転
車
が
悪
者
に
な
る
ケ
ー
ス
が
目

立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
統
計
上
も
歩
行
者
対
自
転
車
の
事
故
件
数

は
最
近

一
〇
年
間
で
四
･
五
倍
と
著
し
く
増
加
し
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て

い は 立 威 て て
る 最 つ を - い 通
( 近 よ 与 方 る 行 6 o

図 - う え で o で
2 O に た 、 き Rn
ち 年 な り 自 る W

て
通
行
で
き
る
分
離
さ
れ
た
空
間
を

一
方
で
、
自
転
車
が
歩
道
を
わ
が
物
顔
に

　
腐 3 o

a
2 0

徒歩 バス自転車
自動車

鉄道

2,5 0 0

2,0 0 0

1,5 0 0

1,0 0 0

5 0 0

出典 :警察庁資料

図 2 歩行者対自転車事故件数の推移
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お へ 平成 7年大都市交通センサス : (財)運輸経済研究センター

に 年 の 平成 11年道路交通センサス 建 設省道路局

な 寄
自転車駐車場整備マニュァル 建設省部市局監修

る リ ー
自転車歩行者通行空間としての自歩道等のサ- ビス水準こ関する分析
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【自転車が走りにくい道路】

写真 l 現状の自転車の通行実態例

【歩道で歩行者と交錯する自転車】

　 　　
40 ノト

‘
　

　　
　

　 　 　 　　　　　　　　　　　　　
　　 　　 　

　 　　　　　　　　　　　　

徒歩 : 4 8 km
自転車 :

入出庫 4分十 15 km/h
自動車 :

入出庫 7分十 17 .5 km′h
バス " 10 分十 14 km/h

徒歩 6分 (発着地計)
待ち時間 4分

鉄道 : 17 分十 32 km/h
徒歩 12分 (発着地計)
駅内移動 3分 (1駅)
待ち時間 2分 (1駅)

、百-略行軒灯ヤミナー ク0 0 8 7



転車定着率間なし離す褶鱒細川
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※注 延長は平成 18 年 4月 1月現在

總
圓

ま
た
、
自
転
車
は
排
気
ガ
ス
や
騒
音
を
出
さ
ず
、
地
球
温
暖

7

化
対
策
と
し
て
も
大
い
に
期
待
で
き
る
交
通
手
段
で
あ
り
、
京

7

都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
で
は
自
転
車
走
行
空
間
の
整
備
に
よ

0 0 8

り
、
約
三
〇
万
t
の
排
出
ガ
ス
削
減
を
目
指
し
て
い
る
。

?道-絡行商ヤミナー ク0 0 R .7

自転車走行空間あり鏑79即okm)
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幽
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3

自
転
車
走
行
空
間
の
整
備
状
況

我
が
国
の
自
転
車
走
行
空
間
は
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
用
の
大
規

模
自
転
車
道
な
ど
の
｢自
転
車
専
用
道
路
｣、
車
道
の
端
を
仕

切
っ
た

｢自
転
車
道
｣
、
自
転
車
も
歩
道
を
通
れ
る
よ
う
に
し

た

｢自
転
車
歩
行
者
道
｣、
自
転
車
と
歩
行
者
の
通
行
の
た
め

に
つ
く
っ
た

｢自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
｣
の
四
種
類
が
道
路

構
造
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

現
在
四
種
類
の
総
延
長
は
、
約
七
九
、
0
0
0
鬮
で
あ
る
が
、

自
転
車
の
み
の
通
行
空
間
が
確
保
さ
れ
自
転
車
が
快
適
に
走
行

で
き
る
空
間
は
わ
ず
か
三
%

(約
二
、
五
〇
〇
蝿
)
で
あ
り
、

残
り
の
九
七
%
は
自
転
車
と
歩
行
者
が
混
在
す
る
道
路
と
な
っ

て
い
る

(図
3
)
。

況　　堪

我
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
自
動
車
を
中
心
と
し
た
道
路
整
備

鱗
が
行
わ
れ
て
き
た
o

自
転
車
は
法
的
に
は
車
両
で
あ
り
、
本
来

間

は
車
道
通
行
が
原
則
で
あ
る
が
、
昭
和
四
〇
年
代
の
交
通
事
故

　君

が
増
大
し
た
時
代
か
ら
、自
転
車
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、

撻

自
転
車
歩
行
者
道
を
中
心
と
し
た
歩
行
者
自

転
車
が
混
在
す

自

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
空
間
の
整
備
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の

3

こ
と
は
、
自
転
車
乗
用
中
の
事
故
の
減
少
に
寄
与
し
た

一
方
で
、

図

今
日
の
歩
道
上
で
の
歩
行
者
対
自
転
車
の
事
故
増
加
の
一
因
と

約3 %



な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
道
づ
く
り

は
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
対
策
優
先
で
自
転
車
へ

の
配
慮
に
欠
け
る
面
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
今
後
も
財
源
や
用
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1

な
い
。

自
転
車
通
行
の
正
常
化

　
　
　

　
　　

　

き
慰
鞠
鰹
謎
黛、

メ

を
図

っ
て
い
く
た
め
に

は
、
自
転
車
と
歩
行
者
が

混
在
す
る
自
転
車
歩
行
者
道
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
歩
道
を

猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
る
自
転
車
対
策
な
ど
は
、
モ
ラ
ル
の
問
題
も
絡
み
、
行
政

だ
け
で
改
善
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
今
後
は
高
齢
化
が
進
み
、
車
イ
ス
や

電
動
シ
ニ
ア
カ
ー
利
用
も
増
え
て
く
る
。
自
転
車
、
歩
行
者
、
乳
母
車
な
ど

と
ど
う
共
生
す
る
か
、
他
に
も
、
放
置
自
転
車
を
解
消
さ
せ
る
駐
輪
場
整
備

な
ど
、
課
題
は
多
い

(写
真
2
)。

三

国
王
交
通
省
の
自
転
車
利
用
環
境
整
備
の
取
組
み

平
成
二
〇
年
六
月
に
改
正
道
路
交
通
法
が
施
行
さ
れ
、
車
道
走
行
の
原
則

を
維
持
し
つ
つ
、
自
転
車
が
例
外
的
に
歩
道
通
行
で
き
る
要
件
等
の
明
確
化

や
、
児
童

･
幼
児
の
自
転
車
乗
車
時
に
お
け
る
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
努

力
義
務
の
導
入
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
道
路
交
通
法
改
正
は
、
自
転
車
と
歩
行
者
が
歩
道
で
ど
う
折
り
合
っ

て
い
く
か
、
皆
で
考
え
直
す
転
機
と
い
え
る
。
国
土
交
通
省
も
、
自
転
車
通

行
の
正
常
化
に
つ
い
て
警
察
庁
と
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
協
議
し
、
様
々
な

取
組
み
を
行

っ
て
い
る
o

以
下
に
、
最
近
の
国
土
交
通
省
に
お
け
る
自
転
車
利
用
環
境
整
備
の
取
組

み
を
紹
介
す
る
。

I

｢新
た
な
自
転
車
利
用
環
境
の
あ
り
方
を
考
え
る
懇
談
会
｣
の
開
催

国
土
交
通
省
は
警
察
庁
と
共
同
で
有
識
者
か
ら
な
る
｢新
た
な
自
転
車
利
用

環
境
の
あ
り
方
を
考
え
る
懇
談
会
｣
(座
長

屋
井
鉄
雄

東
京
工
業
大
学
大

学
院
教
授
)
を
開
催
し
た

(平
成

一
九
年
五
月
~
六
月
、
計
三
回
)。
懇
談
会

で
は
自
転
車
に
配
慮
し
た
今
後
の
自
転
車
利
用
環
境
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
レ

ポ
ー
ト

｢こ
れ
か
ら
の
自
転
車
配
慮
型
道
路
に
お
け
る
道
路
空
間
の
再
構
築
に

向
け
て
｣
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た

(レ
ポ
ー
ト
の
骨
子
は
図
4
参
昭
望

レ
ポ
ー
ト
で
は
、
歩
行
者

･
自
転
車
の
交
通
環
境
に
お
け
る
現
状
の
課
題

を
踏
ま
え
、
自
転
車
を
考
慮
し
た
道
路
空
間
の
実
現
に
向
け
た
五
つ
の
取
組

み
と
し
て

｢走
行
空
間
の
原
則
分
離
の
推
進
｣
、
｢駐
輪
対
策
の
着
実
な
実

施
｣
、
｢
ル
ー
ル
の
周
知
徹
底

･
マ
ナ
ー
の
向
上
｣
、
｢戦
略
的
整
備
の
速
や

か
な
展
開
｣
、
｢ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
や
目
標
を
持
っ
た
整
備
の
促
進
｣
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

特
に

｢走
行
空
間
の
原
則
分
離
の
推
進
｣
で
は
、
歩
行
者
や
自
転
車
の
た

め
の
道
路
空
間
を
構
築
す
る
た
め
に
、
歩
行
者
･自
転
車
･自
動
車
の
交
通

量
等
の
実
態
･
将
来
像
を
踏
ま
え
、
通
行
空
間
を
適
切
に
分
離
す
る
と
と
も



　　　

･高齢化等からバリアフリー化の必要性が高まる案
麺 類環境へのニースの高も

･歩行者･･自転車が安全 ･安心して通行‐できる分
離視した空籤経国蘭へのニーズ制

自転車事故の増加
･自転者乗用I中の死傷者数は全事故より増加率犬
･歩行者柊す自転車事出生数の増加割合が著しい
-自転車乗用中事靴こまる死者は高齢者厭こ多い

自転車利用に対する気運の高まり
･環境負荷の少ない乗り物といく見直さオt、地球
温暖化対策に寄与.、健康志向から自転車利用増
･放置駐車車両の取締りにより、車道費用が創出

歩行者 ･自転車のための道路整備が不十分
･自動車中心の道路整備
･自転車歩行者道を中心とした歩行者 ･自転車力混在する空間の圏勘ミ大半
･歩行者 ･自転車のネットワークの観点が不足
･自転車の通行を阻害する放置自転車も数多く存在

自転車利用者のルール･マナーの遵守意識が不十分
･道路交通法では 自転車社車道通行が原則 普通自転車歩道通行可の規
制がある鳩合は歩道も通行可
･現実には歩道通そ川丁の規制の有無にかかわらず、歩道を通行する実態
･一部では無謀な通行やルール違反、マナーの悪さにノ)いて厳しい指摘

人優先 バランス(歩行者自転車自動車) パートナーシップ
･自転車を重要な交通手段の-うとして交通体熱と位置づけ、歩行者 -自転車等の人優先の安全で快適商な道づくりを進める
･ヲ歩行者 ･自転中 ･自動車の(緒のバランスをとった整備を進め、道路全体の表創生を高める

･国土交通省 ,警察庁による予算的 ･技術的な支援などが必要

①超す空間の原則分離の推
進

･歩行者 ･自転範 自動車の
交通量蝉}の実態を踏まえ、
走行空間を分難

産直関井中央分離帯･車道
の箱ト、一方通行化などの
L判こより自転車道、自転
車レーン等の整備を推進

②競輪対策の着実な実施

･路日韓嘘IE駐車場等を整備
するとともに、撤去や取締
朝こより、走行空間を確保

･その上で、レンタサイクル
や、ラック等の利便性の向
上など放置自転車を減らす
様々 な工夫を実施

③ルールの周知徹底マナー
の向上

･関係機関と連携した啓発活
動等を通じ、自転車科開者
のみならず自動車運転者、
歩行者に通行ルール ･マ
ナーを周知

･悪質な違反者には指導 ･取
締りを実施

④戦略的整備の速やかな展
開

･都市部の課題が発生して{.･
る箇所等、交通の発生と集
中を概損した上ぐ、優先的
に取り組む,必要がある

･ハード鯛籍と啓発活動事取
締りを-体協 ･総合的に取
り組むモデル地区を創出

⑤ネットワーク計画や目標
密寺った整備の促進

･主要な期影)検討を行い、
市町村単位のネットワーク
計画を策定し、整鏑を推進

･課題擬沸こ-白川すた将来の目
標を定めること【こより、整
備を促進

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

l①利用促進 ②多様な自転車利用 ③路上駐車対策 l
図 4 懇談会レポートの骨子

の 3 の 〆一 と を 者 に
、
地
域
に
お
け
る
取
組
み
が
必
要
と
し
て
い
る
。

2

安
全
で
安
心
な
自
転
車
利
用
環
境
の
整
備

懇
談
会
の
レ
ポ
ー
ト
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
は
、
様
々

な
取
組
み
に
着
手
し
た
。
ま
ず
、
平
成
二
〇
年
度
の
道
路
施

策
に
お
い
て
は
、
｢安
全
で
安
心
な
自
転
車
利
用
環
境
の
整
備
｣

と
し
て
、
道
路
管
理
者
と
警
察
が
連
携
し
、
道
路
空
間
の
再

構
成
等
に
よ
り
自
転
車
道
や
自
転
車
レ
ー
ン
等
の
自
転
車
走

ま
た
、
平
成
二
〇
年
度
以
降
の
整
備
を
進
め
る
た
め
、
次

の
3
~
5
の
具
体
的
な
動
き
を
展
開
し
て
い
る
。

3

自
転
車
利
用
環
境
整
備
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
発
出

懇
談
会
を
受
け
た
動
き
な
ど
に
よ
り
、
自
転
車
利
用
環
境

の
整
備
の
必
要
性
は
急
速
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
が
、
自
転

? ま ②
行 構 と 策 な 2 に

、 た 分 道 に 望 に
①霰肇を努燈皺安 地

5 、 離 路 目 目 よ ま 分 歩 目 を に 、 い み 会 全 域

讓 到犬 転 転 嗽 離 行 転 倉りよ き こ々 の で に

一
実況署夢台脅す者霜肥り鷺銭着漿窓 汐

歩
行
者
･
自
転
車
･
自
動
車
の
通
行
空
間
を
構
造
的

に
分
離
す
る
必
要
の
あ
る
箇
所
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
が

望
ま
れ
る
箇
所
に
お
い
て
も
、
道
路
空
間
の
再
配
分
等

に
よ
り
、
自
転
車
道
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

②

自
転
車
レ
ー
ン
に
よ
る
車
道
走
行
の
円
滑
化

自
転
車
道
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
道
路
に
お
い
て
、

道
路
状
況
･
交
通
状
況
に
応
じ
、
自
転
車
を
空
間
的
に

分
離
す
る
た
め
、
車
道
に
自
転
車
レ
ー
ン
を
設
置
す
る
。

に 化 進 の り



車
利
用
環
境
の
整
備
を
進
め
る
際
に
は
、
自
転
車
の
利
用
方
法
を
含
め
、
道

路
管
理
者
と
警
察
で
調
整
を
図
り
な
が
ら
、
対
策
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な

る
。そ

こ
で
、
今
後
の
自
転
車
･
歩
行
者
の
交
通
環
境
整
備
に
関
す
る
共
通
の

認
識
を
根
付
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自
転
車
に
関
す
る
基
礎
知
識
を

取
り
ま
と
め
た

｢自
転
車
利
用
環
境
整
備
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
｣
を
作
成
し
、
全

国
の
各
道
路
管
理
者
及
び
警
察
に
向
け
発
出
し
た
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
、
現
場
の
道
路
管
理
者
及
び
警
察
に
お
い
て
、
自
転

車
道
等
を
整
備
す
る
上
で
最
低
限
共
有
し
て
お
く
べ
き
基
礎
知
識
が
取
り
ま

と
め
ら
れ
て
お
り
、
今
後
の
自
転
車
･
歩
行
者
の
交
通
環
境
の
整
備
の
参
考

と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

翻モデル地区イメージ

範

が

閾
誣
窟

　

　
　
　

　

　
　
　　
　

　
　
　

　
　　
　
　

　
　
　

4

自
転
車
通
行
環
境
に
関
す
る
モ
デ
ル
地
区
の
実
施

歩
行
者
･自
転
車
が
安
全
に
通
行
で
き
る
自
転
車
通
行
環
境
の
整
備
を
全

国
的
に
広
め
て
い
く
た
め
に
は
、
自
転
車
の
通
行
空
間
確
保
の
た
め
の
ハ
ー

ド
対
策
と
交
通
規
制
を
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
転
車
の
通
行
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

必
ず
し
も
計
画
的
に
実
施
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今

後
、
整
備
を
推
進
し
て
い
く
上
で
様
々
な
課
題
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。そ

こ
で
平
成
二
〇
年

一
月

一
七
日
、
国
土
交
通
省
と
警
察
庁
は
合
同
で
、

今
後
の
自
転
車
通
行
環
境
整
備
の
模
範
と
な
る
モ
デ
ル
地
区
を
、
全
国
で
九

人
ヵ
所
を
指
定
し
た
。
モ
デ
ル
地
区
の
概
要
を
図
5
に
、
地
区

一
覧
を
表
に

示
す
。

○歩行者 ･自転車 ･自動車が分離された走行空間を戦略的に展開
→モデル地区を指定し、 今後の自転車通行環境整備の模範となる事業を実施

艘勘　　

で

-
)
ね

叉
群
概

輻

判
道
行

、

e自転車道叉隊自転重し‐ン(薹鱗藁
專贓週行群) の讓置

･指定後、 概ね 2年間で対策が完了

(警察庁と合同で平成 20年 1月 17日指定)

･事業進捗上の課題に対する助言
･交通安全施設等整備事業等にて重

!覊目班蝉歩行者醗で歩行者と解読 "

　　　　　　　　　
　　　　　　　

起き遊ん'



5

モ
デ
ル
地
区
に
お
け
る
整
備
事
例

平
成
二
0
年
三
月
、
京
葉
道
路

(国
道

一
四
号
)

･
江
東
区
亀
戸
地
区
の

7

自
転
車
道
と
旧
玉
川
水
道
道
路
.
渋
谷
区
幡
ヶ
谷
地
区
の
自
転
車
専
用
通
行

篏

帯

(自
転
車
レ
ー
ン
)
が
完
成
し
た
。

第

亀
戸
地
区
で
は
、
安
全
性
を
向
上
す
べ
く
自
転
車
道
と
車
道
の
境
界
に

-

柵

縁
石
な
ど
の
構
造
物
を
設
置
し
･

車
道
の
左
側
に
幅
員
二
m
の
自
転
車

汁

道
を
整
備
し
、
歩
行
者
自

転
車
自

動
車
の
通
行
空
間
を
分
離
し
た
o
整

膏一T

備
前
、
路
上
駐
車
等
に
よ
り
、
自
転
車
が
安
全
に
走
行
す
る
空
間
が
無
か
っ

瑠

た
た
め
、
歩
道
を
通
行
す
る
自
転
車
が
多
く
見
ら
れ
た
。
整
備
後
、
自
転
車

着

写真 4 江東区亀戸地区での整備(近景)

が
安
全
に
通
行
で
き
る
空
間
が
確
保
さ
れ
た
た
め
、
自
転
車
事
故
の
減
少
が

期
待
で
き
る

(写
真
3

･
4
)
。

写真 3 江東区亀戸地区での整備(遠景)

縣 市町村鍋 モデル地区名
県 皸山市 l和歌山市轄前靴反
県 酔 市 欧上訪ね担区･亀 的雷 鳴物轆問初地区

! 六子市 煤割地区
炉 勇 準"江市 l松江橋南地区
島 ヨ !雲市 幅

臺='獸閭惚魁ぬrr
盤面

山
山

雄山
¥』

山市 l岡山駅東口地区
盤面山

【!
¥-』
-1‘亀 贓l窃證
広蝋 ‐J y 幅山駅前地区
山口“ 下 】 1下関地区

彎琢
-fr丁 旧南地区

‘箪実 一′1･J---" y l徳島駅周辺地区
望ま宦 幼 “ J佐古駅岡川劭寂

こ
蜥i l高松地区

" ! : 宇 %三鶏 町 1宇多津地区
･ l松山課振舞宝津欧

二'
訓

坪
薊
r 晒条市壬生川地区

Lコ司｢
(

′

一椚 門
-n
n

n刊
朝日
閣明

す l菜園場~知寄町地区

'"
‘
九 市 畑岡也区

駕
!九 市 M･窟都心地区

"̂
-礬

拝畿地区
幸一翼 塗…賞 鞍習駅闇初端反

, を 9 -･計M
l大村市桜馬場周辺地区

を大'" ≠;本
す

熊本市東町地区
内を、 六m分 l大分市中心市街地地区
=川 宮崎 l宮崎市地区
-孵 日“回 旧向苗鯖戍

県 測市 朧皹鳥市バース;童姉蚊
刈 l処 ;覇

…
l赤蟻副=地区

表 自転車通行環境モデル地区一覧



と
と
も
に
、
道
路
管
理
者
、
警
察
、
沿
道
住
民
、
N
P
O
な
ど
の
関
係
者
の

｢
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
｣
が
重
要
と
さ
れ
て
い
る
。

地
域
の
交
通
に
大
き
な
支
障
が
起
き
ず
、
沿
道
住
民
の
合
意
が
ま
と
ま
る

な
ら
、
車
道
を
削
減
し
て
自
転
車
や
歩
行
者
用
ス
ペ
ー
ス
を
増
や
す
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
自
転
車
通
行
の
正
常
化
を
図
る
た
め
に
は
、
限
ら
れ
た
地
域

の
道
路
空
間
を
い
か
に
皆
が
満
足
し
、
我
慢
し
合
っ
て
利
用
す
る
か
が
大
切

で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
道
づ
く
り
に
は
、
現
場
の
道
路
管
理
者

･
警
察
等
の
行
政
の

努
力
は
当
然
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
沿
道
住
民
、
関
係
者
が
熱

意
を
も
っ
て
協
議
に
参
加
し
、
知
恵
と
力
を
出
し
合
い
、
心
を
通
わ
せ
て
、

解
決
の
道
を
開
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
関
係
者
の

｢パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
｣
に
よ
り
、
安
全
で
安
心
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
転
車
利
用
環

境
が
実
現
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

幡
ヶ
谷
地
区
で
は
、
車
道
左
側
に
青
色
に
着
色
し
た
幅
員

一
･
五
m
の
自

転
車
専
用
通
行
帯
を
設
置
し
、
道
路
標
識
と
道
路
標
示
を
設
置
す
る
こ
と
に

よ
り
、
自
転
車
通
行
空
間
の
明
確
化
を
図
っ
た
。
整
備
前
、
歩
行
者
･自
転

車
共
に
交
通
量
が
多
く
、
自
転
車
が
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歩
行

者
の
通
行
の
妨
げ
や
接
触
の
危
険
が
あ
っ
た
。
整
備
後
、
自
転
車
が
通
行
す

べ
き
場
所
が
よ
り
明
確
に
な
り
、
歩
行
者
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

(写
真
5

･
6
)
。

写真 5 渋谷区幡ヶ谷地区での整備(遠景)

写真 6 渋谷区幡ヶ谷地区での整備(近景)

四

お
わ
り
に

｢新
た
な
自
転
車
利
用
環
境
の
あ
り
方
を
考
え
る
懇
談
会
｣
の
レ
ポ
ー
ト

で
は
、
自
転
車
利
用
環
境
の
整
備
を
進
め
る
た
め
の
三
つ
の
基
本
事
項
と
し

て
、
｢人
優
先
｣
の
考
え
方
、
歩
行
者

･
自
転
車

.
自
動
車
の

｢バ
ラ
ン
ス
｣
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醐
稟
地
方
整
備
局
に
縮
け
る
遣
幡
管
理
の
取
組
み

関
東
地
方
整
備
局
道
路
部

一
は
じ
め
に

関
東
地
方
整
備
局
の
管
内
は
、
首
都
圏
の
一
都
八
県

(東
京
都
、
神
奈
川

県
、
千
葉
県
、
埼
玉
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
山
梨
県
及
び
長
野

県
)
で
、
面
積
は
国
土
の
一
三

･
五
%
、
人
口
は
全
国
の
三
五
%
が
集
中
し

て
い
る
高
密
度
な
地
域
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
G
D
P
は
、
国

内
の
三
九
%
を
占
め
て
お
り
、
当
整
備
局
は
日
本
の
社
会
経
済
の
枢
要
な
地

域
を
管
轄
し
て
い
る
。

関
東
地
方
整
備
局
で
管
理
す
る
直
轄
国
道
は
二
三
路
線
、
延
長
二
、
一三
ハ

七
蝿
に
及
び
首
都
圏
域
内
及
び
全
国
を
結
ぶ
陸
上
交
通
の
大
動
脈
と
し
て
機

能
し
て
い
る
。
関
東
地
方
整
備
局
に
お
け
る
道
路
管
理
の
取
組
み
は
、
広
範

な
業
務
に
及
ぶ
が
、
本
稿
で
は
そ
の
中
か
ら
道
路
占
用
に
関
し
て
近
時
の
許

可
事
例
と
し
て
、
地
球
環
境
に
配
慮
し
た
ア
ー
ケ
ー
ド
に
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル

を
設
置
し
た
事
例
及
び
平
成
一
人
年
三

月
に
道
路
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ

て
占
用
許
可
が
可
能
と
な
っ
た
自
転
車
の
車
輪
止
め
装
置
の
占
用
許
可
事

例
、
道
路
が
交
通
事
故
等
で
損
傷
を
受
け
た
際
の
復
旧
事
例
を
紹
介
し
、

次
ぎ
に
、
道
路
を
巡
る
訴
訟
へ
の
取
組
み
と
し
て
、
環
境
訴
訟
や
圏
央
道

工
事
差
止
訴
訟
を
、
そ
し
て
最
後
に
交
通
安
全
へ
の
取
組
状
況
に
つ
い
て

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

二

占
用
許
可
業
務

-

関
東
地
方
整
備
局
に
お
け
る
占
用
許
可
業
務
の
概
要

関
東
地
方
整
備
局
の
管
理
す
る
国
道
は
、
首
都
圏
を
中
心
に
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
占
用
物
件
の
数
が
多
く
、
そ
の
種
類
も
多
種
多
様
で
あ
り
、

年
間
の
占
用
許
可
件
数
は
、
約

一
万
二
、
0
0
0
件
、
占
用
料
は
約
二
六
億

円
と
な
っ
て
い
る

(平
成

一
人
年
度
)。

本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
多
種
多
様
な
占
用
物
件
の
う
ち
、
地
球
環
境
に
配

慮
し
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
型
の
物
件
で
あ
る
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
を
屋
根
の
一

部
と
し
て
設
置
し
た
ア
ー
ケ
ー
ド
と
平
成

一
人
年
度
の
改
正
に
よ
っ
て
道

路
法
施
行
令
で
規
定
さ
れ
た
物
件
で
あ
る
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
許



可
事
例
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

2

地
球
環
境
に
配
慮
し
た
占
用
物
件

◎
場
所

こ
の
ア
ー
ケ
ー
ド
は
、
当
地
方
整
備
局
の
東
京
国
道
事
務
所
が
管
理
す
る

東
京
都
豊
島
区
巣
鴨
を
通
る
一
般
国
道
一
七
号
に
あ
り
、
国
道
一
七
号
の
両

側
に
約
七
〇
店
の
商
店
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。
占
用
者
は
、
こ
れ
ら
の
商
店

で
構
成
さ
れ
る
巣
鴨
駅
前
商
店
街
振
興
組
合
で
、
こ
の
商
店
街
は
、
J
R
巣

鴨
駅
前
に
あ
り
、
近
く
に
は

｢と
げ
ぬ
き
地
蔵
尊
｣
で
知
ら
れ
る
高
岩
寺
が

あ
り
、
｢お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
原
宿
｣
と
し
て
賑
わ

っ
て
い
る
。

②
設
置
の
経
緯

巣
鴨
地
区
で
は
、
昨
年
、
国
道

一
七
号
の
歩
道
拡
幅
が
行
わ
れ
、
バ
リ
ア

設置されたアーケード

フ
リ
ー
化
、
溜
ま
り
空
間
の
確
保

ド
ー‐

及
び
休
憩
施
設
の
整
備
が
図
ら
れ

ケ
て

一

て
き
た
。
国
道

一
七
号
の
歩
道
か

し
ア

に
た

ら
地
下
鉄
へ
降
り
る
た
め
の
エ
ス

部
れ

　

嚢

′

}
…

鯛
讓

カ
レ
ー
夕
1
が
東
京
都
交
通
局
に

,

･

根
設

よ
り
設
置
さ
れ
る
等
バ
リ
ア
フ
リ

ル鍵讓

き

屋

ー
対
応
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
巣

鴨
駅
前
地
区
商
店
街
は
、
｢環
境
、

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
｣
問
題
に
対
応
し
、

ラ
｢人
に
や
さ
し
い
･

地
球
に
や
さ
し

ソ

い
ま
ち
｣
を
め
ざ
し
て
お
り
、
大

願
陽
光
に
よ
る
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ

ー
誤
認

ト

ー
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア

　
　
　

　
　
　　

ア
ー
ケ
ー
ド

(道
路
法
第
三
二
条
第
四

と
か
ら
変
更
許
可
を
行
っ
た
。

ラ

③

工
事
内
容
等

ソ

ー
ド
の
屋
根
の
網
入
り
ガ
ラ
ス
が
取
り

外
さ
れ
、
代
わ
り
に
縦
八
〇
皿
、
横

一
六
〇
皿
の
ソ
ー
ラ
ー
バ
ネ
ル
ー
八
八

枚
が
設
置
さ
れ
た

(写
真
1
･
2
)。

総
事
業
費
は
、
約

一
億
七
、
0
0
0
万
円

(う
ち
自
己
負
担
金
約
五
、八
〇

〇
万
円
)
で
、
中
小
企
業
庁
の
平
成
一
九
年
度
少
子
高
齢
化
等
対
応
中
小
商

業
活
性
化
事
業
と
し
て
補
助
金
が
交
付
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

(地
元
の

豊
島
区
か
ら
も
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
)。

ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
に
よ
り
発
電
し
た
電
力
で
、
商
店
街
が
、
ア
ー
ケ
ー
ド

に
設
置
す
る
街
灯
に
使
用
す
る
電
力
の
約
一
0
%
分
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で

き
る
と
の
こ
と
で
、
ア
ー
ケ
ー
ド
の
柱
に
は
、
発
生
電
気
量
な
ど
を
示
す
表

示
板
を
設
置
し
、
通
行
す
る
人
々
が
節
電
に
関
心
を
持
て
る
よ
う
な
工
夫
も

さ
れ
て
い
る
。

ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
設
置
工
事
は
、
本
年

一
月
か
ら
開
始
さ
れ
、
三
月
に
完

了
し
、
四
月
三

一日
か
ら
本
格
稼
働
さ
れ
た
。



地
球
温
暖
化
の
原
因
で
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
に
対
す
る
社
会

ス
ト
四
位
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
年
寄
り
や
障
害
者
の
方
の
歩
行
の
妨
げ

的
要
請
は
、
今
後
、
ま
す
ま
す
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

や
緊
急
時
の
救
難
･救
援
活
動
に
支
障
と
な
る
こ
と
か
ら
国
道
一
七
号
の
歩

本
稿
で
紹
介
し
た
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
付
き
ア
ー
ケ
ー
ド
の
よ
う
な
環
境
へ
の

道
空
間
整
備
に
併
せ
て
地
元
の
豊
島
区
か
ら
自
転
車
等
駐
車
器
具
を
設
置
し

負
担
が
少
な
い
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
応
し
た
占
用
物
件
の
設
置
は
、
望
ま
し

た
い
と
の
要
望
が
あ

っ
た
。

い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
九
年
七
月
に
使
用
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
一
日
平
均
約

一
五
〇
台
の
自

転
車
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
い
る

(写
真
3
･
4
)

3

自
転
車
等
駐
車
器
具
等
の
占
用

前
述
し
た
よ
う
に
巣
鴨
地
区
で
は
、
歩
道
空
間
整
備
が
図
ら
れ
、
歩
道
が

拡
幅
さ
れ
た
。
拡
幅
さ
れ
た
歩
道
に
自
転
車
ラ
ッ
ク
、
券
売
機
、
精
算
機
、

案
内
板
等
の
自
転
車
等
駐
車
器
具

(道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
八
号
)
が
豊

島
区
長

(担
当

土
木
部
交
通
安
全
課
)
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
延
長
約

五
0
m
の
範
囲
に
一
〇
四
台
の
自
転
車
を
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

付
近
は
、
放
置
自
転
車
の
台
数
が
平
成
三

年
三
、三
六
〇
台
と
全
国
ワ
ー

　　

　　　
巡額

　

三

道
路
損
傷
復
旧
処
理
に
つ
い
て

道
路
損
傷
行
為
と
は
、
交
通
事
故
等
に
よ
り
道
路
を
損
傷
し
た
行
為
で
、

道
路
に
関
す
る
工
事
の
必
要
を
生
じ
た
も
の
を
い
う
。

道
路
損
傷
行
為
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
自
ら
が
復
旧
す
る
こ
と
を
原

則
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
原
因
者
が
判
明
し
た
損
傷
復
旧
工
事
で
、
事
務

所
長
が
道
路
管
理
上
、
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
、
原
因
者
が
早

期
か
つ
確
実
に
施
行
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
原
因
者
に
当
該
工

事
を
施
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

道
路
管
理
者
施
行
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
工
事
に
要
す
る
費
用
の
必

要
を
生
じ
た
限
度
内
に
お
い
て
、
原
因
者
に
対
し
て
、
道
路
法
第
五
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
費
用
負
担
命
令
を
発
す
る
と
と
も
に
、
当
局
の
歳

入
徴
収
官
か
ら
納
入
告
知
書
を
発
行
し
て
い
る
。

ま
た
、
原
因
者
に
損
傷
復
旧
工
事
の
施
行
を
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
出

張
所
長
が
事
務
処
理
の
迅
速
化
等
を
考
慮
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
損
傷
復
旧
工
事
の
施
行
通
知
を
原
因
者
に
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
い
る
。

関
東
地
方
整
備
局
管
内
の
道
路
損
傷
件
数
は
図
1
の
と
お
り
、
年
々
減
少

傾
向
に
あ
る
。
平
成

一
人
年
度
は
約
五
、
0
0
0
件
の
道
路
損
傷
が
あ
り
、



傷

一
件
が
発
生
し
た
。

四

道
路
を
巡
る
訴
訟
へ
の
取
組
み

1

環
境
訴
訟

の

川
崎
大
気
汚
染
訴
訟

こ
の
裁
判
は
、
川
崎
市
川
崎
区
及
び
幸
区
に
居
住
又
は
勤
務
し
公
害
健
康

被
害
補
償
法
に
定
め
る
指
定
疾
病

(気
管
支
喘
息
等
)
の
認
定
を
受
け
た
患

者
及
び
そ
の
遺
族
が
、
昭
和
五
七
年
、
五
人
年
、
六
0
年
及
び
六
三
年
に
、

国
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
企
業
一
四
社
に
対
し
、
大
気
汚
染
物
質

(自
動

車
排
気
ガ
ス
及
び
工
場
の
ば
い
煙
)
の
排
出
差
止
と
損
害
賠
償
を
請
求
し
た

も
の
で
あ
る

(対
象
道
路

…
国
道

一
号
、
一
五
号
、
一
三
二
号
、
四
〇
九
号
、

首
都
高
速
横
浜
羽
田
空
港
線
)。

第
一
審

會
弟
一
次
提
訴
、
第
二
、
三
次
原
告
の
一
部
)
は
、
第
一
次
=

九
名
、
第
二
次
四
名
、
第
三
次
五
名
に
つ
い
て
平
成
六
年

一
月
二
五
日
に
判

決

(横
浜
地
方
裁
判
所
川
崎
支
部
)
が
あ
り
、
国

･
公
団
は
勝
訴
し
、
そ
の

後
原
告
と
敗
訴
企
業
が
と
も
に
控
訴
し
た
。
ま
た
、
同
じ
く
第

一
審
に
お
い

て
、
平
成

一
〇
年
八
月
五
日
に
判
決

(二
次
~
四
次
原
告
を
対
象
)
が
あ
り
、

排
ガ
ス
の
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
棄
却
、
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
一
部

認
容
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た

(認
容
原
告
四
人
名
)。
こ
の
判
決
を
不
服

と
し
て
原
告
、
被
告
国
及
び
公
団
は
そ
れ
ぞ
れ
控
訴
し
た
。

そ
の
後
、
平
成

三

年
五
月
二
〇
日
、
一
次
と
二
~
四
次

一
括
で
和
解
が

成
立
し
た

(国

･
首
都
高
速
道
路
公
団
と
原
告
)。
和
解
条
項
に
は
、
建
設

省
･
公
団
に
よ
る
川
崎
地
域
に
お
け
る
沿
道
環
境
対
策
等
の
実
施
、
川
崎
南

部
地
区
沿
道
環
境
に
関
す
る
連
絡
会
の
設
置
、
原
告
ら
の
損
害
賠
償
請
求
等

の
放
棄
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
連
絡
会
は
平
成
三

年
か
ら
平
成
一
九

明

明

判

不

教

者

者

件

因

因

総

原

原三鑑三 原因者不明

平
成
18
年
度

平
成
“
年
度

平
成
16
年
度

図 1 損傷データ (件数ベース)

平
成
15
年
度
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乱

原
因
者
が
判
明
し
た
も
の
は
三
九
%
、
原
因
者
が
不
明
の
も
の
が
六
一
%
で

あ
っ
た
。
物
件
別
で
見
る
と
、
防
護
柵
の
損
傷
が
六
三
%
、
標
識
が
三
%
、

照
明
施
設
が
二
%
、
そ
の
他
が
三
二
%
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
規
模
な

損
傷
で
は
歩
道
橋
損
傷
が
三
件
、
C
C
T
V
カ
メ
ラ
損
傷

一
件
、
遮
音
壁
損



年
ま
で
に
二

回
開
催
さ
れ
た
。

②
東
京
大
気
汚
染
訴
訟

こ
の
裁
判
は
、
東
京
二
三
区
内

(第
三
次
~
第
五
次
訴
訟
で
は
多
摩
地
区

も
追
加
。)
に
居
住
又
は
勤
務
し
、
公
害
健
康
被
害
補
償
法
に
定
め
る
指
定

疾
病

(気
管
支
喘
息
、
慢
性
気
管
支
炎
、
肺
気
腫
)
の
認
定
を
受
け
た
患
者

(
一
部
未
認
定
患
者
を
含
む
)
及
び
そ
の
遺
族
が
、
国
、
東
京
都
、
首
都
高

速
道
路
公
団
及
び
自
動
車
メ
ー
カ
ー
七
社
に
対
し
、
大
気
汚
染
物
質

(自
動

車
排
気
ガ
ス
)
の
排
出
差
止
と
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
次
訴
訟
は
平
成
八
年
九
月
二
四
日
に
第
一
回
口
頭
弁
論
が
開
催
さ

れ
、
総
論

(疾
病
の
発
症
･
増
悪
の
因
果
関
係
、
国
賠
法
責
任
論
、
大
気
拡

散

(排
気
ガ
ス
の
到
達
等
)
の
主
張
･
立
証
、
個
別
尋
問
が
行
わ
れ
、
平
成

一
四
年
一
0
月
二
九
日
に
判
決
の
言
渡
し
が
あ
り

(損
害
賠
償
請
求
に
つ
い

て
道
路
の
設
置
管
理
瑕
疵
責
任
を
認
容
)、
そ
の
後
、
国
及
び
首
都
高
速
道

路
公
団
、
原
告
は
と
も
に
控
訴
し
た
。
そ
の
後
、
控
訴
審
で
は
、
平
成

一
九

年
八
月
八
日
に
和
解
が
成
立
し
た
。

和
解
条
項
の
骨
子
と
し
て
医
療
費
助
成
制
度
の
創
設

(東
京
都
)、
環
境

対
策
の
実
施
、
解
決
金
の
支
払
い

(メ
ー
カ
ー
)、
連
絡
会
の
設
置
、
原
告

ら
の
損
害
賠
償
請
求
の
放
棄
が
掲
げ
ら
れ
た
。

2

圏
央
道
工
事
差
止
訴
訟

平
成
一
二
年

金
弟
一
次
)
及
び
平
成
一
四
年

(第
二
次
)、
圏
央
道
事
業

に
か
か
る
土
地
所
有
者
等
及
び
自
然
保
護
団
体
ら
が
、
国
及
び
日
本
道
路
公

団
を
相
手
に
、
東
京
都
八
王
子
市
の
区
間
に
お
け
る
国
道
四
六
八
号
新
設
工

事

(
一
般
有
料
道
路

｢圏
央
道
新
設
工
事
｣
及
び
こ
れ
に
伴
う
付
帯
工
事

(八
王
子
J
C
T
及
び
八
王
子
南
I
C
を
含
む
)
の
差
し
止
め
を
求
め
、
提

訴
し
た
。

原
告
は
、
圏
央
道
建
設
に
よ
る
景
観
の
破
壊
、
高
尾
山
の
静
寂
な
環
境
及

び
地
下
水
脈
の
破
壊
に
よ
る
高
尾
山
の
生
態
系
の
破
壊
、
八
王
子
城
跡
の
歴

史
的
価
値
の
破
壊
、
裏
高
尾
住
民
の
生
活
破
壊
、
大
気
･
騒
音
･
低
周
波
･

振
動
に
よ
る
健
康
破
壊
等
、
原
告
ら
の
権
利
侵
害
に
よ
る
圏
央
道
工
事
の
違

法
性
を
主
張
し
工
事
差
止
め
を
請
求
。
争
点
と
し
て
、
①
環
境
権
、
目
缺
堂
宗

観
権
、
自
然
享
有
権
等
に
基
づ
く
差
止
請
求
の
当
否
、
②
土
地
所
有
権
、
土

地
利
用
権
及
び
立
木
所
有
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
の
当
否
、
③
大
気
汚
染
、

騒
音
等
の
人
格
権
侵
害
に
基
づ
く
差
止
請
求
の
当
否
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
。

平
成
一
九
年
六
月
一
五
日
東
京
地
裁
に
お
い
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る

判
決
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
原
告
側
が
控
訴
し
、
現
在
、
東
京
高
等
裁
判
所
に

お
い
て
係
属
中
で
あ
る
。

五

交
通
安
全
へ
の
取
組
み

我
が
国
で
は
、
戦
後
の
高
度
成
長
に
伴
う
急
激
な
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

に
対
し
、
道
路
交
通
イ
ン
フ
ラ
が
未
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
六

○
~

-
九
七
0
年
代
に
は

｢交
通
戦
争
｣
と
呼
ば
れ
る
交
通
事
故
多
発
の
状

況
が
生
じ
た
。
当
時
の
水
準
は
、
死
傷
事
故
率
が
約
三
〇
0
件
/
億
台
キ
ロ

程
度
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
道
路
整
備
の
進
展
や
自
動
車
の
性
能
向
上
、

あ
る
い
は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
意
識
の
高
ま
り
な
ど
に
よ
り
約

一
〇
〇
件
/
億
台

キ
ロ
程
度
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
本
年
五
月
に
は
平
成
二
〇
年
版
の

｢交
通

安
全
白
書
｣
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、
七
年
連
続
で
交
通
事
故
に
よ
る
死
者

数
が
減
少
し
、
昭
和
二
八
年
以
来
、
五
四
年
ぶ
り
に
交
通
事
故
死
者
が
五
、

0
0
0
人
台
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
転
車
の
無
秩
序
な
歩
道
の
通
行
に
よ
る
自
転
車
と
歩
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メ レッドゾーン (死傷事故率 * 高い区間)｣l

全体の8 %

問題のある区間 : 6 0 %

3 0 0

働
約 1万区間

死
傷

事

故

率

1 5 0 0

行
者
の
事
故
は
増
加
傾
向
に
あ
る
な
ど
、
｢交
通
戦
争
｣
と
呼
ば
れ
た
当
時

の
死
傷
事
故
率
を
上
回
る
よ
う
な
水
準
で
事
故
が
多
発
し
て
い
る
道
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
上
の
特
定
区
間
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

事故が発生していない区間 : 4 0 %

約 15万区間離
数

万

間

約

区

図 2 関東管内 1都 8県における死傷事故率の状況

1

交
通
事
故
の
発
生
傾
向
と
対
応

日
本
で
は
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
加
速
に

よ
り
、
一
九
五
五
年
頃
か
ら
道
路
交
通
事
故
が
社
会
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
は

じ
め
、
七
〇
年
に
は
死
傷
者
数
が
ほ
ぼ
一
〇
〇
万
人
、
死
者
数
も
五
五
年
の
一

二
倍
の
一
万
七
、
0
0
0
人
と
、
交
通
戦
争
と
ま
で
言
わ
れ
た
危
機
的
水
準
に

達
し
た
。
交
通
事
故
は
、
道
路
構
造
上
の
特
性
や
利
用
交
通
の
特
性
か
ら
特
定

の
箇
所
や
区
間
で
発
生
し
や
す
い
傾
向
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
関
東
地
方
整

備
局
管
内
の
県
道
以
上
の
一
般
道
路
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
る
と
、
交
通
事
故

の
半
数
は
約
三
割
の
区
間
に
集
中
し
、
特
に
、
約
八
%
の
区
間
で
は
交
通
戦
争

と
言
わ
れ
た
時
代
と
同
程
度
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
危
機
的
な
交
通
事
故
発
生
状

況
、
所
謂
、
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る

(図
2
)。

近
年
、
国
や
地
方
の
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
は
、
客

観
的
デ
ー
タ
等
の
分
析
に
基
づ
き
こ
の
よ
う
な
危
険
な
区
間
を
抽
出
し
、
多

様
な
関
係
者
と
お
互
い
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
か
つ
効
果
的

な
事
故
対
策
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
客
観
的
な
事
故
分
析
を
慎
重
に
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
デ

ー
タ
を
活
用
し
つ
つ
も
偏
重
す
る
こ
と
な
く
、
地
域
の
意
見
等
を
取
り
入
れ

な
が
ら
対
策
案
を
計
画
す
る
な
ど
道
路
行
政
の
意
志
決
定
に
地
域
の
声
を
反

映
さ
せ
る
体
制
を
構
築
し
、
よ
り
地
域
住
民
の
方
々
な
ど
の
実
感
を
伴
っ
た

交
通
事
故
対
策
の
推
進
を
実
践
し
て
い
る
関
東
地
方
整
備
局
管
内
に
お
け
る

幾
つ
か
の
道
路
交
通
安
全
へ
の
取
組
み
事
例
を
紹
介
す
る
。

約 4万区間
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写真6 具体策についての意見交換

2

国
道
一
四
号

幕
張
四
丁
目
交
差
点
改
良

(千
葉
県
千
葉
市
)

(写
真
5
･
6
)

◎
現
状
分
析

①

交
差
点
周
辺
に
は
駅
や
学
校
･
大
型
店
舗
等
が
あ
る
た
め
歩
行
者

等
の
交
通
量
が
多
い
。

②

車
道
幅
員
が
広
く
直
線
区
間
が
一
皿
以
上
あ
る
た
め
走
行
速
度
超

過
の
自
動
車
の
通
過
が
多
い
。

③

車
同
士
の
追
突
事
故
や
交
差
点
で
横
断
中
の
歩
行
者
と
車
と
の
接

触
事
故
が
交
差
点
事
故
の
七
割
を
占
め
て
い
る
。

④

平
成
一
六
、
一
七
年
度
に
お
い
て
県
内
交
差
点
死
傷
事
故
件
数
ワ

ー
ス
ト

一
位
。

②
取
組
み

①

交
通
事
故
多
発
地
点
と
し
て
当
該
箇
所
を
公
表

(情
報
共
有
)。

②

警
察
･
自
治
体
･
国
道
管
理
者
合
同
に
よ
る
現
地
調
査
を
実
施

(連
携

･
協
働
)。

③

交
差
点
改
良
の
具
体
策
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
実
施
し
つ
つ
対
策

を
立
案

(連
携

･
協
働
)。

④

目
的
･
完
成
時
期
を
表
示
し
た
事
業
説
明
看
板
を
現
地
に
設
置
し

対
策
を
実
施

(情
報
共
有
)。

ず。

そ
う
ぜ
ん

3

国
道
一
号

崇
善
小
学
校
前
交
差
点
改
良

(神
奈
川
県
平
塚
市
)

(写
真
7
･
8
)

の
現
状
分
析

①

交
差
点
周
辺
に
は
駅
や
学
校
が
あ
る
た
め
自
転
車
横
断
者
が
多

く
、
高
齢
者

･
二
輪
車

･
自
転
車
の
事
故
が
多
い
。

②

特
に
事
故
の
半
数
が
目

写真 7 地元の方々と協働による現地診断

転
車
関
連
事
故
。

　
　
　

③

事
故
類
型
で
は
左
折

礎
織緑

　
　
　

時

･
出
会
い
頭
の
事
故
が

聴

ハ
ゼ
ギ

全
体
の
半
数
を
占
め
て
い

、狡
鹸
･

糞鷺

る
0

′
!
!
〉{
′

′

②
取
組
み

①

安
全
性
向
上
委
員
会
を

)
“

;

き洲絲鱸
添蘂鰔

組
織
し
、
交
通
事
故
削
減

に
向
け
た
取
組
み
を
公
表

礬
舷
鯨
褻
き籔
滋

(情
報
共
有
)。

②

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
実
施
し
、
意
見
を
集
約



等

改良後

写真 8 当該交差点の改良前後

②

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、

交
差
点
内
で
、
小
学
生
が

死
亡
す
る
事
故
が
平
成
一

五
、

一
七
年
に
発
生
。
何

れ
も
自
転
車
が
左
折
ト
ラ

ッ
ク
に
は
ね
ら
れ
る
事
故
。

②
取
組
み

①

当
該
交
差
点
の
対
策
を

検
討
す
る
委
員
会
を
発
足

さ
せ
委
員
会
よ
る
現
地
診

断
を
実
施
(連
携

･
協
働
)。

②

そ
の
他
、
小
学
校
と
協

働
し
、
ド
ラ
イ
バ
ー
か
ら

の
死
角
を
知
る
た
め
に
、

小
学
生
と
保
護
者
を
対
象

と
し
た
ト
ラ
ッ
ク

へ
の
体

験
乗
車
に
よ
る
安
全
教
育

を
実
施

(連
携

･
協
働
)。

③

そ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま

え
、
導
流
島
の
設
置
に
よ

り
左
折
導
流
路
を
つ
く
る

こ
と
で
横
断
者
に
対
す
る

左
折
車
の
ド
ラ
イ
バ
ー
の

死
角
を
軽
減
す
る
対
策
を

立
案
･
公
表

(情
報
共
有
、

写真9 当該交差点の現地診断

Uこ
ぎ
を
ききへ

　
　

写真 10 改良された交差点

し
た

『
ヒ
ヤ
リ
の
声
』
を
作
成

(情
報
共
有

･
協
働
)。

③

『地
域
と
の
協
働
に
よ
る
事
故
削
減
』
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て

交
通
安
全
総
点
検
で
の
現
地
診
断
を
実
施
し
対
策
を
立
案

(連
携
･

協
働
)。

④

対
策
を
実
施
。
完
成
時
に
対
策
内
容
及
び
対
策
前
後
の
現
地
写
真

を
公
表

(情
報
共
有
)。

あ
ら
じ
い
く

4

国
道
三
五
四
号

新
宿
町
北
交
差
点
改
良

(埼
玉
県
川
越
市
)

(写
真
9
･
態

6

現
状
分
析

①

交
差
点
下
を
鉄
道
が
通
過
し
て
い
る
と
と
も
に
、
市
街
化
が
進
む

都
市
部
の
た
め
用
地
取
得
が
難
し
く
、
こ
れ
ま
で
、
注
意
喚
起
の
看

板
な
ど
の
啓
蒙
対
策
に
留
ま
っ
て
い
た
。
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ま
ず
左
折
螂
流
路

P
箪
A
ら
が
要
望

④

対
策
完
了
後
は
対
策
内
容
及
び
対
策
前
後
の
現
地
写
真
を
明
示

(情
報
共
有
)。

⑤

年
間
の
事
故
件
数
が
六

･
六
件
か
ら
二
･
0
件
に
減
少
し
た
旨
の

検
証
結
果
を
公
表

(検
証
･
情
報
共
有
)

5

お
わ
り
に

以
上
、
関
東
地
方
整
備
局
に
お
け
る
交
通
安
全
事
業
の
実
施
事
例
を
ご
紹

介
し
た
が
、
国
や
地
方
の
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
客
観
的
分
析
デ
ー
タ
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
事
業
の
重
点
化
、
情
報
の
共
有
化
、
行
政
と
地
域
と

の
連
携
･協
働
に
よ
る
事
業
効
果
の
向
上
な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
今
回
ご
紹
介
し
た
箇
所
も
含
め
、
対
策
後

の
効
果
把
握
な
ど
、
対
策
事
業
の
検
証
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
更
な
る
追
加

対
策
を
講
じ
る
な
ど
交
通
安
全
の
確
実
な
成
果
達
成
に
向
け
、
所
謂
、
P

(四
g
)

･
D

(□
巳

･
C

(g
oo五

･
A

(>
og
己

と
い
う
事
業
活
動

の
｢計
画
｣
｢実
施
｣
｢評
価
･
検
証
｣
｢反
映
･
改
善
｣
の
サ
イ
ク
ル
の
確

立
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

*ツ

雛總
新
1
年
生
が
乗
車
体
験
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脚
量
海
岸
津
々
浦
々

j

『大
漁
旗
の
た
な
び
く
浦
づ
く
り
』
の
現
場
か
ら
i

優
麺
編
饗
寮
髪

古
田
浅
男

一

浦
も
変
わ
れ
ば
名
も
変
わ
る

5
巻
貝
か
ら
見
え
て
く
る
満
の
個
性
5

日
豊
海
岸
は
リ
ア
ス
式
の
た
め
に
天
然
の
良
港
だ
ら
け
。
た
と
え
ば
、
旧

蒲
江
町

(現

佐
伯
市
蒲
江
)
は
、
幅
五
鬮
、
直
線
で
二
○
脳
の
地
形
に
あ

り
な
が
ら
海
岸
線
の
総
延
長
は
約
九
0
m
に
も
及
ぶ
両
手
を
か
ざ
し
た
よ
う

な
地
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
で
渡
世
を
し
、
し
っ
か
り
生
き
て
き
た
人
が
、
そ
の
土
地
の
魅
力
を
伝

え
て
く
れ
る
。
こ
の
語
り
部
の
こ
と
を

｢浦
の
伝
道
師
｣
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

浦
の
伝
道
師
に
こ
の
地
域
の
特
徴
的
な
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ー

今
で
は

｢
こ
れ
が
捕
れ
る
と
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
く
る
｣
と
い
う
海

の
幸
に
、
マ
ガ
キ
貝
が
あ
る
。
倒
円
錐
形
の
殻
を
持
つ
ソ
デ
ボ
ラ
科
の
巻

き
貝
だ
が
、
今
で
は
、
捕
獲
量
が
減
っ
て
き
て
い
る
。
昔
は
塩
苑
で
に
し

た
そ
れ
を
男
た
ち
が

｢五
杯
、
一
〇
杯
食
べ
た
-
｣
と
言
っ
て
は
競
い
合

っ
て
い
た
。

そ
の
巻
き
貝
を
西
野
浦
地
区
で
は

｢サ
ム
ラ
イ
ギ
ッ
チ
ョ
｣
と
呼
ん

で
い
る
。
貝
の
フ
タ
の
部
分
が
退
化
し
て
刀
の
形
を
し
、
身
に
付
い
た

そ
の
〃
刀
"

が
左
差
し
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
そ
ん
な
名
が
付
い

た
。
ふ
た
つ
隣
の
蒲
江
浦
で
は
こ
れ
が
カ
マ
に
見
え
た
と
い
う
こ
と
で

｢
カ
マ
ポ
ッ
ポ
｣
(ポ
ッ
ポ
と
は
巻

　

き
貝
と
の
こ
と
)
。
町
内
で
は
ほ

皺

　　

　
　
　
　

　　

　　　　　　　　　　　　　

　
　　
　
　
　
　

　



イ
ダ
と
念
仏
を
唱
え
て
い
た
。
だ

か
ら

｢
ナ
ン
マ
イ
ド
｣
。
向
か
い

の
畑
野
浦
の
人
た
ち
は
、
あ
あ
、

チ
ャ
ン
バ
ラ
を
し
よ
る
、
と
見
物

し
て
い
た
。
だ
か
ら
チ
ャ
ン
バ
ラ

と
い
う
ん
よ
｣
。

写真2 浦の伝道師

･!
と
浦
の
伝
道
師
。

一
つ
の
浦
の
中
で
さ
え
呼
び
名
が
違
う
魚
介
類
が
あ
る
ほ
ど
。
背
景
に
は

｢町
制
施
行
は
比
較
的
早
い
の
で
あ
る
が
、
地
形
上
他
地
域
と
の
接
触
が
悪

く
、
隔
絶
さ
れ
た

｢浦
集
落
｣
で
独
特
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
。
陸
路
佐
伯

と
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
昭
和

一
六
年
の
こ
と
で
｣
と

い
う
陣
の
孤
島
に
近
い
特
異
性
が
あ
り
、
漁
師
町
特
有
の
気
質
が
あ
り
、
さ

ら
に
は

｢そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
自
尊
の
浦
々
で
、
こ
の
浦
は
こ
の
浦
だ
け
の
鎖

国
で
生
き
て
き
た
｣
と
い
う
地
域
性
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

三

蒲
江
の
漁
撹
用
具
が
語
り
か
け
て
く
る
『生
業
｣

5
国
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
の
ワ
ケ
5

豊
後
水
道
の
南
端
か
ら
日
向
灘
に
面
し
た
大
分
県
南
部
か
ら
宮
崎
県
北
部

の
地
域
は
、
リ
ア
ス
式
の
海
岸
で
あ
る
た
め
、
地
引
網
を
は
じ
め
、
棒
受

網

･
巾
着
網
な
ど
の
大
型
の
網
を
使
っ
た
漁
法
が
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
特

に
大
衆
魚
で
あ
る
鰯
の
漁
獲
が
主
体
で
あ
り
、
地
引
網
･
棒
受
網
･
巾
着
網

が
入
り
、
周
辺
の
浦
々
に
普
及
し
ま
し
た
。
鰯
の
漁
獲
が
減
少
す
る
に
つ
れ

て
刺
網

.
大
敷
網

.
巾
着
網
な
ど
へ
推
移
し
ま
し
た
。
イ
カ

･
タ
イ

･
ブ

リ
･
イ
サ
キ
･
フ
グ
な
ど
の
一
本
釣
漁
や
タ
イ
等
の
延
縄
漁
も
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
豊
富
な
テ
ン
グ
サ
等
の
海
藻
採
取
漁
や
弥
次
郎
員
や
イ
タ

ズ
ラ
貝
等
の
貝
探
り
も
盛
ん
で
あ
り
、
ア
ワ
ビ

･
サ
ザ
エ
な
ど
を
採
取
す
る

潜
水
漁
は
戦
後
に
な
っ
て
本
格
的
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

点
在
す
る
浦
ご
と
の
自
然
環
境
は
異
な
る
の
で
、
各
浦
に
適
し
た
漁
法
･
漁

具
で
漁
癆
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

旧

蒲
江
町

(現

佐
伯
市
蒲
江
)
は
海
と
共
に
生
き
、
そ
の
恩
恵
に
よ

っ
て
繁
栄
し
て
き
た
町
で
す
。
豊
後
水
道
か
ら
日
向
灘
に
か
け
て
の
沿
岸
域

は
、
典
型
的
な
リ
ア
ス
式
海
岸
で
豊
か
な
漁
場
に
恵
ま
れ
、
古
く
か
ら
工
夫

を
凝
ら
し
た
多
種
多
様
な
漁
具
や
漁
法
が
発
達
し
て
き
ま
し
た
。

昭
和
五
一
年
三
月
、
大
分
県
教
育
委
員
会
文
化
課
の
指
導
に
よ
り
予
備
調

査
に
入
り
、
町
内
各
地
に
多
く
の
古
い
漁
具
が
あ
る
こ
と
が
確
認
を
さ
れ
ま

し
た
。
昭
和
五
一
年

一
二
月
に

｢蒲
江
町
漁
具
保
存
会
｣
を
結
成
し
、
漁
携

用
具
の
本
格
的
収
集
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
町
を
あ
げ
て

の
収
集
活
動
が
認
め
ら
れ
、
｢ふ
る
さ
と
振
興
事
業
｣
と
し
て
も
顕
彰
さ
れ
、

昭
和
五
三
年
に
は
県
指
定
の
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
収
集
点
数
も

町
民
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
三
、
五
〇
〇
点
を
数
え
る
こ
と
に
な
り
、
国
指

定
の
文
化
財
と
す
べ
く
、
平
成
二
年
五
月

｢海
部
の
漁
具
国
指
定
有
形
民
族

文
化
財
申
請
事
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
を
結
成
し
、
文
化
庁
の
指
導
を
受
け
な

が
ら
資
料
の
整
理
体
系
化
を
進
め
、

一
、九
八
七
点
で
平
成
六
年

一
二
月

一

三
日
、
念
願
の
国
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
直
接
収
集
活
動
に
当
た
ら
れ
た
方
々
の
苦
労
、
ま
た
町
民
の
お
し
み

な
い
協
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、
収
集
活
動
に
着
手
し
て
か
ら
指
定
ま
で
に
一
人

年
の
歳
月
が
経
過
し
事
を
成
し
え
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
｢海
の
資
料
館
｣
や

｢大
分
県
マ
リ
ン
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ

ー
｣
に
大
切
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
漁
携
用
具
の
中
に
実

は

｢交
流
｣
の
為
の
資
源
や
ヒ
ン
ト
が
ギ
ュ
ッ
と
詰
ま

っ
て
い
る
の
で
す
。



　

　　

　
　
　
　

、

山

た
と
え
ば
、
地
引
網
に
魚
の
群
れ
を
追
い
込
む
作
業
に
使
う
、
｢イ
ヨ
ミ
ウ

チ
ワ
｣
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て

｢山
あ
が
り
｣
と
呼
ば
れ
た
、

い
わ
ば
地
引
網
漁
の
花
形
ス
タ
ー
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
浜
を
見
渡
す
丘
の
上
に

上
が
り

｢イ
ヨ
ミ
ウ
チ
ワ
｣
を
振
り
か
ざ
し
て
、
人
間
魚
群
探
知
機
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
大
漁
の
夢
を
つ
か

む
が
如
く
、
こ
の
丘
か
ら
、
自
身
の
夢
を

｢お
ら
ぶ
｣
イ
ベ
ン
ト

｢山
お
ら

び
大
会
｣
が
誕
生
し
、
秋
の

｢
の
じ
ぎ
く
祭
り
｣
の
恒
例
行
事
と
な
り
、
毎

年
秋
に
は
地
元
の
人
、
来
訪
者
と
大
い
に
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

生
業
文
化
の
中
か
ら
育
ま
れ
た
文
化
資
源
が
交
流
資
源
に
活
か
さ
れ
る
取
組

み
も
こ
の
ル
ー
ト
の
特
徴
と
言
え
ま
す
。

上
げ
て
き
た

｢自
然
景
観
｣
の
美
し

さ
と

(自
然
景
観
美
)
、
そ
こ
に
住

む
人
々
の

｢生
業
｣
か
ら
形
成
さ
れ

る

｢生
業
産
業
景
観
｣
の
美
し
さ
が

あ
る

(生
業
産
業
景
観
美
)。

｢目
狭
豊
泉観
美
｣
は
、
海
岸
は
典
型

写真 4 筏コンサート

、醸
蝨

鎚
的
な
り
ァ
ス
式
海
岸
で
、
半
島
と
湾

盪

*
さ
総
“
“
^

}謡

鍔
′
筏

と
が
交
互
に
出
入
り
し
て
、
複
雑
な

5

海
岸
線
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
海
岸

頸
線
の
総
延
長
は
約
四
0
0
如
に
も
及

ぶ
。
ま
た
、
そ
れ
に
加
え
、
湾
内
、

あ
る
い
は
半
島
の
延
長
に
多
数
の
離
島
が
点
在
し
、
さ
ら
に
変
化
に
富
ん
だ
景

観
を
産
ん
で
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
自
然
そ
の
も
の
が
織
り
成
す
造
形
美
で
す
。

一
方
、
｢生
業
産
業
景
観
美
｣
は
、
浦
の
人
々
が
し
っ
か
り
と
そ
の
土
地

で
渡
世
を
し
、
生
活
を
し
、
生
き
続
け
て
い
く
こ
と
そ
の
も
の
が
、
景
観
を

形
成
し
そ
の
美
し
さ
を
創
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
持
続
的
な
漁
業
で
あ

る

｢海
業
｣
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
入
り
江
に
佇
む
筏
な
ど
、
浦
の
人
々
が
そ

こ
に
居
て
こ
そ
保
た
れ
る
景
観
で
す
。

こ
の
｢自
然
景
観
美
｣
と

｢生
業
産
業
景
観
美
｣
が
互
い
に
協
調
し
あ
い
、

日
豊
海
岸
の
美
し
い
景
観
が
保
た
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
然
と
人
と
の

共
生
に
よ
る
景
観
美
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

三

『生
業
｣
そ
の
も
の
が
保
全
す
る
景
観

四

東
九
州
伊
勢
え
び
海
道
に
よ
る

『結
い
』

5
自
然
と
人
の
共
生
に
よ
る
景
観
美
5

i
県
際
間
の
漁
村
同
士
が
共
通
資
源
を
活
か
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
始
動
5

日
豊
海
岸
の
蒲
江

･
北
浦
大
漁
海
道
ル
ー
ト
は
、
自
然
そ
の
も
の
が
創
り

平
成
一
六
年
七
月
七
日
、
大
分
県
蒲
江
町

(現
佐
伯
市
蒲
江
)
と
宮
崎

ヅ



写真9 東九州伊勢えび海道調印式

県
北
浦
町

(現
延
岡
市
北
浦
町
)
の
漁
村
同
士
の
間
で
、
｢東
九
州
伊
勢
え

び
海
道
交
流
協
定
書
｣
調
印
式
を
皮
切
り
に
県
際
間
を
跨
い
だ

｢食
｣
の
交

流
が
始
動
し
ま
し
た

｢磯
力
で
や
っ
ち
ょ
っ
ど
-
L
o

機
の
体
力
が
元
気
な

こ
の
地
域
の
中
で
、
共
通
の
資
源

｢伊
勢
え
び
｣
を
活
か
し
、
秋
の

｢食
観

光
｣
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
り
ま
し
た
。
元
来
、
舟
宿
が
多
く
、
夏
の
海

水
浴
シ
ー
ズ
ン
の
後
、
秋
久
、に
か
け
て
閑
散
期
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

西
九
州
と
比
較
し
て
も
交
通
網
の
発
達
等
あ
ま
り
に
も
違
い
す
ぎ
る
、
九
州

東
端
の
日
豊
海
岸
。
し
か
し
、
恵
ま
れ
た

｢環
境
｣
や
本
物
の

｢食
｣
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
｢取
り
残
さ
れ
た
地
が
、
周
回
遅
れ
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
｣

に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
柱
と
な
る
取
組
み
が
大
分

･
宮
崎
の
県
境
を
越

え
て
毎
年
九
月
の
伊
勢
え
び
漁
解
禁
を
皮
切
り
に
佐
伯
、
延
岡
両
市
で
開
幕

す
る

｢東
九
州
伊
勢
え
び
海
道

･
伊
勢
え
び
祭
り
｣
で
す
。
十

一
月
ま
で
の

三
ヶ
月
間
、
風
光
明
姫
な
リ
ア
ス
式
海
岸
の
続
く
地
で
、
旅
館
や
民
宿
、
飲

食
店
な
ど
が
参
加
し
地
元
産
伊
勢
え
び
を
主
役
に
し
て
新
鮮
な
海
の
幸
を
提

供
す
る
。
今
年
で
い年
目
と
な
る
取
組
み
で
す
が
、
閑
散
と
し
て
い
た
夏
休

み
後
が

｢繁
忙
期
｣
へ
と

一
変
し
ま
し
た
。
佐
伯
市
蒲
江
で
は
、
漁
業
で
の

暮
ら
し
を

｢海
業
｣
と
呼
び
ま
す
。
そ
の
言
葉
に
は
、
一
つ
の
こ
と
を
続
け

る
だ
け
で
は
生
き
残
っ
て
い
け
な
い
、
厳
し
い
生
業
と
い
う
意
味
が
こ
も
っ

て
い
ま
す
。
カ
ジ
キ
マ
グ
ロ
を
求
め
て
三
陸
沖
や
東
シ
ナ
海
へ
と
繰
り
出
し

た
時
代
が
終
わ
る
と
、
ブ
リ
の
沖
合
養
殖
や
ヒ
ラ
メ
養
殖
に
力
を
注
ぐ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
海
業
は
時
代
の
変
化
を
敏
感
に
と
ら
え
、
移
り
変
わ
っ
て

い
く
の
で
す
。

伊
勢
え
び
祭
り
を
仕
掛
け
る
の
は
、
海
業
で
生
き
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ

ふ
れ
る
人
た
ち
で
す
。
蒲
江
の
リ
ー
ダ
ー
は
日
本
の
女
性
で
た
だ

一
人
、
定

置
網
の
権
利
を
競
争
入
札
で
手
に
入
れ
た
経
験
が
あ
る
佐
伯
市
観
光
協
会
副

会
長
の
橋
本
正
恵
さ
ん
。
伊
勢
え
び
を
売
り
出
す
一
方
で
、
漁
村
に
滞
在
し

写真8 筏とテングサ



　　　　　　　　　　　　　　
お蝋ちゃんハイセノグの金

学大世渡べ空
い

あ

て
海
辺
の
生
活
を
体
験
す
る
旅

｢ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
｣
の
活
動
も
始
め
て

い
ま
す
。
福
岡
都
市
圏
と
の

｢大
交
流
時
代
｣
の
到
来
と
い
う
流
れ
に
乗
る

う
と
、
｢か
ま
え
ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
会
｣
を
立
ち
上
げ
て
ウ
ニ
の
か

ら
割
り
な
ど
の
今
あ
る

｢生
業
｣
の
現
場
を
交
流
の
現
場
に
し
、
｢生
業
｣

の
体
感
の
中
か
ら
交
流
を
楽
し
み

｢生
き
る
力
｣
を
養
っ
て
い
た
だ
こ
う
と

｢あ
ま
べ
渡
世
大
学
｣
も
開
学
し
ま
し
た
。

生
活
の
場

･
生
業
の
場

･
生
産
の
場
で
あ
る
日
々
暮
ら
し
て
い
る
場
所

が
、
こ
れ
か
ら
交
流
の
場

･
消
費
の
場
と
し
て
も
機
能
し
、
持
続
可
能
な
地

域
と
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

五

『自
豊
海
岸
シ
ー
ニ
ツ
ク
e
バ
イ
ウ
エ
イ

(蒲
江
･
北
浦
大
漁
海
道
に

に
つ
い
て

日
豊
海
岸
周
辺
は
、
風
光
明
婿
な
リ
ア
ス
式
海
岸
が
続
き
、
緑
豊
か
な

山
々
と
優
し
く
人
を
迎
え
入
れ
る
人
里
な
ど
、
多
彩
な
自
然
と
人
々
が
息
づ

く
地
域
で
す
。
こ
う
し
た
豊
か
な
自
然
と
人
の
営
み
の
中
で
培
わ
れ
た
知
恵

や
匠
の
技
は
郷
土
の
ほ
こ
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
ベ
ー
ス
に
産
業
、
歴
史
、

文
化
が
築
き
上
げ
ら
れ
、
地
域
の
貴
重
な
資
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
共
通
の
地
域
資
源
を
活
か
し
て
大
分
県
佐
伯
市
蒲
江
と
宮
崎
県
延
岡
市

北
浦
地
域
で
は
、
｢大
漁
旗
の
た
な
び
く
浦
づ
く
り
｣
を
テ
ー
マ
に
地
域
振

興
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
地
域
が
持
つ
様
々
な
資
源
を
活
か
し
、
自
然
と

の
共
生
を
図
り
な
が
ら
、
｢住
民
自
治
の
原
点
で
あ
る

｢浦
｣
(=
漁
村
集

落
)
と
海
業
を
ベ
ー
ス
と
し
た
地
域
振
興
｣
を
目
指
し
て
、
日
本
風
景
街
道

の
継
続
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

《
コ
ン
セ
プ
ト
》

浦

(迎
え
入
れ
る
人
里
)
ご
と
に
あ
る
海
業

(持
続
的
な
漁
業
)
の
連
携

満雄ク〒訪わ " 十一 つn n R 7
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,購胤晩擬似も痛瘢撚鍔鯛鮑働か

続
き
、
緑
豊
か
な
山
々
と
優
し

　
　
　

　　

　

　

　

づ
く
地
域
で
す
。
こ
う
し
た
豊

)

　
　
　
　
　　

　　　　　　　　　　　　
　　

土
の
誇
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を

ベ
ー
ス
に
産
業
、
歴
史
、
文
化
が
築
き
上
げ
ら
れ
、
地
域
の
貴
重
な
資

源
と
な
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
地
域
が
持
つ
資
源
を
活

か
し
、
自
然
と
の
共
生
を
図
り
な
が
ら
、
質
の
高
い
道
路
空
間
を
と
お

し
た
地
域
振
興
を
目
指
し
ま
す
。

【活
動
方
針
1
】

地
域
の
資
産

｢お
し
な
ぎ
い
(も
っ
た
い
な
い
)｣
の
発
掘
と
有
効
利
用

日
頃
来
訪
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
く
て
地
元
の
人
だ
け
が
知
っ

て
い
る
美
し
い
自
然
景
観
や
、
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
な
が
ら
埋
も
れ

て
い
た
地
域
資
産
等
を
、
継
続
的
な
調
査
活
動

(ロ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン

グ
、
わ
い
わ
い
懇
)
を
通
じ
て
発
掘
す
る
と
と
も
に
、
各
地
区
に
点
在

す
る
歴
史
･
文
化
資
源
や
自
然
資
源
、
体
験
交
流
資
源
等
の
お
し
な
ぎ

い
魅
力
の
再
発
掘
を
図
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
資
産

を
有
機
的
に
海
の
細
道
で
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
統

一
的
な
テ

ー
マ
を
持
た
せ
、
地
域
全
体
の
付
加
価
値
を
高
め
て
、
｢地
域
の
お
も

て
な
し
の
力
｣
の
向
上
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

へ活
動
事
例
〉

･
あ
ま
べ
渡
世
大
学

｢あ
ま
べ
渡
世
大
学
｣
は
蒲
江
全
体
を
キ
ャ
ン
パ
ス
と
し
た

｢体

感

･
学
び
｣
の
大
学
で
す
。
各
講
座

(体
験
メ
ニ
ュ
ー
)
の
講
師
陣
は

全
て
地
元
の
人
達
が
務
め
て
お
り
、
学
生
は
県
内
外
か
ら
訪
れ
ま
す
。

東
九
州
自
動
車
道
が
佐
伯
ま
で
開
通
す
れ
ば
、
県
外
か
ら
の
学
生
も
増

え
る
こ
と
が
確
実
で
す
。

【活
動
方
針
2
鬮
｢海
の
道
｣
の
リ
フ
ォ
ー
ム

地
域
住
民
と
の
生
産
と
暮
ら
し
の
基
礎
的
な
単
位
で
あ
る

｢浦
｣

(=
漁
村
集
落
)
と

｢浦
｣
、
あ
る
い
は

｢岬
｣
な
ど
を
結
ぶ
現
在
の
道

路
は
、
生
活
基
盤
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
機
能
重
視
の
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
新
た
な
地
域
の
資
源
と
し
て
、
道
路
の
魅
力
向
上
を

図
る
た
め
に
、
素
晴
ら
し
い
リ
ア
ス
式
海
岸
が
眺
望
で
き
る
よ
う
、
ビ

ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
区
間
の
路
肩
の
雑
草
伐
採
や
、
道
路
の
清
掃
活
動
、
草

花
の
植
栽
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
岸
美
を
損
な
わ
な
い

た
め
の
既
存
看
板
等
の
整
理
や
、
駐
車
場

(と
る
ぱ
)、
休
憩
所

(ベ

ン
チ
等
)
等
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
海
岸
沿
い
の
道
と
海
と

の
空
間
利
用
を
促
進
し
、
沿
道
環
境
を
向
上
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
取
組
み
に
よ
り
、
新
た
な

｢な
ご
み
空
間
｣
を
創
出
し
て
利
用
者

が
ス
ロ
ー
ド
ラ
イ
ブ
を
楽
し
め
る
よ
う
な
道
路
空
間

･
景
観
整
備
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

【活
動
事
例
3
艦
県
境
を
越
え
た
地
域
連
携
と
情
報
発
信

本
ル
ー
ト
の
沿
線
は
、
自
然
、
歴
史
と
文
化
、
豊
富
な
食
材
な
ど
に

恵
ま
れ
、
他
に
負
け
な
い
豊
か
な
資
源
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域

ク7



の
魅
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
各
地
区
で
個
別
に
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
る
人
々
が
県
境
な
ど
の
行
政
区
域
等
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
連
携
を
図
り
、
お
互
い
の
魅
力
を
享
受
で
き
る
よ
う
な
互
恵
的
な

関
係
を
構
築
し
て
、
｢人
、
モ
ノ
、
情
報
｣
が
道
路
を
通
じ
て
循
環
す

る
状
況
を
創
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
従
っ
て
、
県
境
を
越
え
て
連

携
し
た

｢東
九
州
伊
勢
え
び
海
道
｣
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
を
柱
に

し
て
さ
ら
な
る
地
域
連
携
と
情
報
発
信
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
将
来
的
な
地
域
連
携
の
展
開
と
し
て
、
北
は
一
般
国
道
二
一

七
号
を
中
心
に
大
分
県
大
分
市
佐
賀
関
、
南
は
一
般
国
道
一
〇
号
を
中

心
に
宮
崎
県
日
向
市
ま
で
を
対
象
と
考
え
、
こ
れ
ら
の
沿
線
地
域
の
活

動
団
体
と
の
意
見
交
換
や
交
流
を
図
り
ま
す
。

寒
フ後
の
地
域
活
動
の
展
開
】

活
動
地
域
の
総
合
力
を
向
上
さ
せ
、
来
訪
者
に
魅
力
あ
る
地
域
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
も
ら
う

に
は
、
活
動
エ
リ
ア
が

一
定

の
範
囲
の
拡
が
り
を
も
つ
こ

と
が
必
要
で
す
。
従

っ
て
、

今
後
、
北
は
一
般
国
道
ニ
ー

　7

七
号
を
中
心
に
大
分
県
大
分

　船

市
佐
賀
関
を
南
は
一
般
国
道

純

一
0
号
を
中
心
に
宮
崎
県
日

沙
向
市
ま
で
の
エ
リ
ァ
拡
大
を

試
行
し
、
そ
こ
で
活
動
し
て

頸
い
る
地
域
団
体
と
の
交
流

連
携
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

5
日
豊
海
岸
･
風
景
街
道
及
び
広
域
観
光
の
経
過
j

平
成
一
六
年
七
月
…大
分
県
･
蒲
江
町
と
宮
崎
県
･
北
浦
町

(当
時
)
の
県
際
間
の
漁
村

同
士
が
、
共
通
の
地
域
資
源
や
浦
文
化
を
活
か
し
、
蒲
江
町
観
光
協
会
と
北
浦
町
観

光
協
会
の
間
で
｢東
九
州
伊
勢
え
び
海
道
･
交
流
協
定
書
｣
を
交
わ
し
、
こ
れ
を
皮

切
り
に

｢東
九
州
伊
勢
え
び
海
道
事
業
｣
が
ス
タ
ー
ト
。

平
成
一
人
年
三
月
…

｢か
ま
え
ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
会

(会
長

…橋
本
正
恵
氏
)｣

が
、
大
分
県
佐
伯
市
蒲
江
~
宮
崎
県
延
岡
市
北
浦
町
の
間
で
、
日
本
風
景
街
道
の
モ

デ
ル
ル
ー
ト

(全
国
七
五
ル
ー
ト
)
の
中
の
一
つ
と
し
て
選
定
さ
れ
た
。

平
成
一
八
年
九
月
…平
成
一
人
年
に
は
、
佐
伯
市
と
延
岡
市
で
の
県
際
間
の
広
域
の
取
り

組
み
と
し
て

｢東
九
州
伊
勢
え
び
海
道
事
業
｣
が
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
た
。

平
成
一
八
年
九
月
…臼
杵
市
、
津
久
見
市
及
び
佐
伯
市
、
大
分
県
南
三
市
に
よ
る
｢日
豊

海
岸
ツ
ー
リ
ズ
ム
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
協
議
会

容
云長
…木
梨
雅
孝
氏
)｣
が
設
立
。

大
分
県
南
地
域
の
広
域
観
光
連
携
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

平
成

一
九
年

一
〇
月

…

｢日
豊
海
岸
ツ
ー
リ
ズ
ム
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
協
議
会
｣
が
、
財
団
法

人
高
速
道
路
交
流
推
進
財
団
が
募
集
す
る
、
第
二
回

｢観
光
資
源
活
用
ト
ー
タ
ル
プ

ラ
ン
｣
に
応
募
。

最
優
秀
賞
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
賞
を
受
賞
し
た

(平
成
二
〇
年
二
月
)。

平
成
一
九
年
一
一
月

…

｢日
豊
海
岸
シ
ー
ニ
ッ
ク
･
バ
イ
ウ
ェ
イ
研
究
会

容
云長
…橋
本

正
恵
氏
)｣
が
、
大
分
県
佐
伯
市
蒲
江
~
宮
崎
県
延
岡
市
北
浦
町
の
間
で
、
日
本
風

景
街
道
に
全
国
九
一
ル
ー
ト
の
中
の
一
つ
と
し
て
登
録
を
受
け
た
。

平
成

一
九
年

一
〇
月

m既
存
の
取
組
み
を
全
て
包
括
す
る
形
で
、
九
州
運
輸
局
、
九
州
地

方
整
備
局
が
公
募
さ
れ
た

｢九
州
広
域
観
光
ル
ー
ト
支
援
モ
デ
ル
事
業
｣
に
応
募
。

平
成

一
九
年
一
二
月
に
対
象
二
地
区
の
一
つ
と
し
て
選
定
さ
れ
る
。

平
成
二
〇
年
一
月

…
モ
デ
ル
事
業
に
関
す
る
現
地
調
査
が
行
わ
れ
た
。

平
成
二
〇
年
四
月
…国
土
交
通
省
九
州
運
輸
局
及
び
九
州
地
方
整
備
局
を
招
い
て
、
｢九

州
広
域
観
光
ル
ー
ト
支
援
モ
デ
ル
事
業
｣
説
明
会
を
開
催
し
た
。

平
成
二
〇
年
五
月

"
｢九
州
広
域
観
光
ル
ー
ト
支
援
モ
デ
ル
事
業
｣
(臼
杵
市
･
津
久
見

市
･佐
伯
市
の
大
分
県
南
三
市
及
び
宮
崎
県
延
岡
市
)
の
実
施
母
体
と
な
る
｢日
豊

海
岸

･
浦

(U
R
A
)
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会

(会
長

"橋
本
正
恵
氏
)｣
が
発

足
。



◇
道
路
簾
れ
弱
い
月
間
と
隊
◇

国
土
交
通
省
で
は
、
毎
年
八
月

一
日
か
ら
八
月

三

一
日
ま
で
の

一
ヵ
月
間
を

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月

間
｣
と
定
め
、
道
路
を
利
用
し
て
い
る
国
民
に
改

め
て
道
路
と
ふ
れ
あ
い
、
道
路
の
役
割
及
び
重
要

性
を
再
認
識
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
は
道
路
を

い
つ
く
し
む
と
い
う
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
及
び

道
路
の
正
し
い
利
用
の
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、

道
路
を
常
に
広
く
、
美
し
く
、
安
全
に
利
用
す
る

気
運
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
運
動
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

道
路
管
理
者
は
、
こ
の
月
間
に
お
い
て
、
国
民

自
ら
が
道
路
の
役
割
及
び
重
要
性
を
十
分
理
解

し
、
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
各
種
運
動
に
参
画
し

て
も
ら
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
地

域
住
民
や
協
賛
団
体
の
関
係
者
等
を
構
成
員
と
す

る
委
員
会
等
を
設
置
す
る
な
ど
し
て
、
で
き
る
限

り
地
域
住
民
等
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
で
き
る
よ

う
、
各
地
域
の
特
性
に
応
じ
か
つ
効
果
の
高
い
運

動
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
｢道
の
駅
｣
等
道
路
利
用
者
が
多

く
集
ま
り
、
か
つ
地
域
情
報
を
発
信
で
き
る
場
所

を
活
用
し
な
が
ら
、
地
域
住
民
等
が
主
体
と
な
っ

て
実
施
し
、
道
路
管
理
者
は
そ
れ
に
協
力
を
す
る

こ
と
で
、
少
し
で
も
多
く
の
住
民
の
み
な
さ
ん
に

道
路
の
正
し
い
利
用
を
啓
発
し
、
道
路
に
ふ
れ
あ

う
機
会
を
設
け
ら
れ
る
よ
う
な
行
事
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
運
動
が
当
該
月
間
を
越
え
た

効
果
の
あ
る
取
組
み
に
つ
な
が
る
よ
う
に
配
慮
し

て
い
ま
す
。

冒
穴体
的
な
活
動
例
】

･
名
橋

｢日
本
橋
｣
を
洗
う
会

(関
東
地
方
整
備
局
東
京
国
道
事
務
所
他
)

平
成

一
九
年
七
月
二
二
日

五
街
道
の
起
点
で
あ
る

｢日
本
橋
｣
を
後
世

へ
伝
え
る
た
め
、
昭
和
四
三
年
よ
り
地
元
地

域
住
民
を
中
心
に
清
掃
作
業
を
実
施
。

･
親
子
道
路
見
学
会

(中
国
地
方
整
備
局
岡
山
国
道
事
務
所
他
)

平
成

一
九
年
八
月
二
一
日

公
募
し
た
親
子
を
対
象
に
現
場
･
施
設
の
見

学
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
体
験
な
ど
、
道
路
の
役

割
、道
路
の
正
し
い
利
用
の
あ
り
方
を
考
え
、

道
路
愛
護
の
普
及
を
図
っ
た
。

◇
『道
路
愈
れ
あ
い
月
間
』
推
進
標
語
◇

道
路
は
、
国
民
の
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に
欠

ようこそと
れい轢鱸憾 謳竃て離し,

‐｢道路ふれあい月間｣と推進標語について

道路局道路交通管理課



く
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的
な
施
設
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
身
近
な
存
在
で

あ
る
た
め
に
そ
の
重
要
性
が
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
す
。
そ
こ
で
、
国
土
交
通

省
で
は

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
の
行
事
の
一
環
と
し
て

｢道
路
ふ
れ
あ
い

月
間
｣
推
進
標
語
を
広
く

一
般
か
ら
募
集
し
、
改
め
て
道
路
の
重
要
性
に
つ

い
て
、
多
く
の
方
々
に
関
心
と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
道
路

愛
護
思
想
の
普
及
と
高
揚
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

本
年
は
、
｢道
路
は
国
民
共
有
の
、
つ
ま
り
あ
な
た
の
財
産
で
す
。
〈
み

ん
な
が
道
路
と
親
し
み
、
ふ
れ
あ
い
、
常
に
広
く
、
美
し
く
、
安
全
に
、
共

に
楽
し
く
利
用
し
ま
し
ょ
う
〉｣
を
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
一
月
中
旬
か
ら
三

月
三
一
日
ま
で
の
間
に
、
全
国
の
各
道
路
管
理
者
の
関
係
事
務
所
、
高
速
道

審議会の様子

路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

･
ノ

キ
ン
グ

エ
リ
ア
、
｢
道
の
駅
｣
、

自
治
体
の
道
路
維
持
担
当
部
署

及
び
そ
の
関
係
事
務
所
な
ど
で

応
募
用
チ
ラ
シ
配
布
や
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
の
募
集
を

行
い
ま
し
た

募
集
の
結
果
、
過
去
最
高
の

一
0
、三
四
九
作
品
の
応
募
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
に

つ
い
て
は
、
六
月
一
三
日

(金
)

に
浅
井
愼
平
氏

(写
真
家
)、
残

間
里
江
子
氏

(プ
ロ
デ
ュ
ー
サ

ー
)、
陣
内
貴
美
子
氏

(元
オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

･
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選

手
)
、
山
田
美
保
子
氏

(放
送
作
家

･
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
)
の
四
氏
に
よ
る
審

査
が
行
わ
れ
、
最
優
秀
賞
一
作
品
、
優
秀
賞
五
作
品
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

平
成
二
〇
年
度
の
入
選
者
と
作
品
は
次
の
通
り
で
す
。

◆
最
優
秀
賞

｢よ
う
こ
そ
と

◆
優
秀
賞

｢道
伸
び
て

｢ゴ
ミ
ひ
ろ
う

｢今
日
も
ま
た

｢道
ば
た
の

｢ど
の
道
も

き
れ
い
な
道
で

北
海
道

酒
井

お
も
て
な
し
｣

厚
三

さ
ん

(
一

般

の

部
)

心
も
通
じ
る

人
と
ひ
と
｣

北
海
道

佐
藤

繁
明

さ
ん

(
一

般

の

部
)

道
か
ら
聞
え
る

あ
り
が
と
う
｣

岩
手
県

熊
谷

幸
平

さ
ん

(
一

般

の

部
)

み
ん
な
に
あ
い
さ
つ

朝
の
道
｣

千
葉
県

東
條

若
菜

さ
ん

(小
中
学
生
の
部
)

花
に
一
言

ま
た
明
日
｣

東
京
都

今
野

湖
太

さ
ん

(小
中
学
生
の
部
)

ぼ
く
ら
の
な
が
~
V

鳥
根
県

谷
口

宝
物
｣

良
太

　

さ
ん

不
中
学
生
の
都
)

ゞ

推
進
標
語
に
選
ば
れ
た
作
品
は
、
｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
期
間
中
に
本

月
間
の
推
進
に
幅
広
く
活
用
さ
れ
ま
す
。
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東
京
の
目
喩
薹
遭
と
卿
幟
嘩
専
卿
レ
ー
ン

-
自
転
藁
と
歩
行
者
、
自
動
藁
が
安
全
に
葉
襁
で
き
る
衞
づ
く
り
へ
⑭
贓
組
み
$

秋
田
県
東
京
事
務
所

畑
中

直
人

一

は
じ
め
に

｢東
京
生
活
で
の
移
動
手
段
は
?
し

･!
と

一
般
的
に
問
え
ば
、
電
車
、
地
下
鉄
等
の
鉄
道
を
含
め
た
公
共
交
通

機
関
と
い
う
答
え
が
大
部
分
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
平
成
三
一年
国
勢
調
査

の
通
勤
･
通
学
時
の
東
京
二
三
区
交
通
機
関
分
担
率
は
鉄
道
･
電
車
の
利
用

が
七
五
%
に
も
上
り
ま
す
。
し
か
し
、
秋
田
を
含
め
て
の
地
方
で
は
、
モ
ー

タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

(車
社
会
)
で
す
。
秋
田
県
で
の
自
動
車
利
用
交
通
分
担

率
は
七
人
%
と
い
う
数
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。
か
く
言
う
私
も
秋
田
県
庁
で

は
、
道
路
課
に
在
籍
し
、
私
生
活
で
も

｢ど
こ
に
行
く
の
も
車
で
移
動
す
る
｣

と
い
う
感
じ
で
、
公
私
と
も
に
車
に
関
わ
り
合
い
を
も
っ
て
生
き
て
お
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
で
は
駐
車
場
の
問
題
等
に
よ
り
、
車
中
心
の
生
活

ス
タ
イ
ル
を
返
上
し
て
、
環
境
に
や
さ
し
く
、
誰
も
が
手
軽
に
使
え
る
交
通

手
段
の
自
転
車
を
利
用
す
る
ス
タ
イ
ル
に
な
り
ま
し
た
。

東
京
の
街
を
自
転
車
に
乗
っ
て
み
て
感
じ
た
こ
と
は
、
歩
道
上
に
あ
ま
り

に
も
多
く
の
歩
行
者
が
い
る
こ
と
で
し
た
。
歩
道
の
幅
員
が
か
な
り
足
り

な
い
の
で
は
?

と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
箇
所
が
多
数
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

自
転
車
は
車
道
通
行
が
原
則
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
秋
田
で
は
、
歩

行
者
が
少
な
い
せ
い
か
、
自
転
車
利
用
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
安
全
な

歩
道
を
走
行
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
東
京
の
歩
道
で

の
自
転
車
走
行
は
、
歩
行
者
に
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
り
ま
す
し
、
車
道
走

行
で
は
、
路
肩
幅
員
が
た
だ
で
さ
え
狭
い
の
と
、
駐
車
車
両
が
頻
繁
に
存

在
す
る
た
め
、
と
て
も
危
険
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
東
京
で
の
自
転
車
利
用
を
続
け
て
い
た
あ
る
日
、
世
田
谷

区
で
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
の
社
会
実
験
を
始
め
る
と
い
う
報
道
を
目
に
し

ま
し
た
。

こ
こ
か
ら
、
東
京
で
の
自
転
車
道

･
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
へ
の
探
究
の

旅
が
始
ま
り
ま
し
た
。



二

東
京
の
自
転
車
利
用
に
つ
い
て

道
路
交
通
法
で
は
、
自
転
車
通
行
区
分
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
位
置
付

け
し
て
い
ま
す
。

①

歩
道
等
と
車
道
の
区
分
の
あ
る
道
路
に
お
い
て
は
車
道
を
通
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(第
十
七
条
第

一
項
)

②

自
転
車
道
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
自
転
車
道
を
通
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
(第
六
十
三
条
の
三
)

③

道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

歩
道
は
通
行
で
き
る
。
(第
六
十
三
条
の
四
第

一
項
)

④

歩
道
を
通
行
す
る
場
合
は
歩
道
の
中
央
か
ら
車
道
寄
り
の
部
分
を
徐

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な

る
と
き
は
、

一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(第
六
十
三
条
の
四

第
二
項
)

以
上
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
｢自
転
車
は
車
道
通
行
が
原
則
｣
は
、

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
車
道
が
あ
ま
り
に
も
車
中
心
で
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
や
ド
ラ
イ
バ
ー
の
自
転
車
に
対
す
る
意
識
も
低
く
、
子
供
の
自

転
車
利
用
者
も
車
道
通
行
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
の
問
題
が
あ
る
せ
い

か
、
自
転
車
利
用
者
に
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
歩

道
に
つ
い
て
で
す
が
、
自
転
車
は
通
行
で
き
る
が
、
自
転
車
利
用
者
に
歩
行

者
優
先
の
認
識
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
｢歩
道
の
中
央
か
ら
車
道
寄
り
を

徐
行
す
る
｣
が
守
ら
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
自
転
車
の
歩
道
通
行
に
よ
り
自
転
車
対
人
の
事
故
件
数
は
東

京
都
内
で
年
間
一
、
0
0
0
件
近
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
自
転
車
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
交
通
ル
ー
ル
の

遵
守
、
自
転
車
の
安
全
な
走
行
環
境
の
確
保
等
、
解
決
す
べ
き
問
題
が
山
積

し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
東
京
都
で
は
、

｢自
転
車
は
、
鉄
道

･
自
動
車

･
徒
歩
な
ど
と
並
ぶ

都
市
に
お
け
る
主
要
な
交
通
手
段
の
一
つ
で
あ
り
、

そ
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
環
境
を
整
え
る
｣

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
総
合
的
な
自
転
車
対
策
を
推
進
す
る
と
の
こ
と
で
す
。

三

自
転
車
道
と
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
に
つ
い
て

道
路
交
通
法
に
よ
る
自
転
車
道
と
自
転
車
専
用
通
行
帯
(自
転
車
レ
ー
ン
)

の
定
義
と
整
備
手
法
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
自
転
車
道

(図
ー
)

[定
義
]

自
転
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
に
緑
石
又
は
、
さ
く
、
そ
の
他
こ

道

道

朧
滅

　
　
　　
　　

　

　

へ

歩

壽

図
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民
地
側



四

東
京
の
自
転
車
道
と
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
に
つ
い
て

①

車
道
内
の
自
転
車
が
通
行
す
べ
き
部
分
の
明
確
化
が
可
能
。

自転車専用通行帯
(自転車レーン)

　
　
　

　
　　
　
　

　　
　
　

　
　

目
(

車
行

　

　　
　

　

　　　　
　
　
　

　

　

　

籍

ミ
炙

歩

歩

轡

図

民
地
側

最
初
に
自
転
車
安
全
利
用
五
則
を
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

①

自
転
車
は
、
車
道
が
原
則
、
歩
道
は
例
外
、

②

車
道
は
左
側
を
通
行

③

歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車
道
寄
り
を
徐
行

④

安
全
ル
ー
ル
を
守
る

･
飲
酒
運
転
、
二
人
乗
り
、
並
進
の
禁
止

･
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

･交
差
点
で
の
信
号
順
守
と
一
時
停
止
･安
全
確
認

⑤

子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

以
上
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
平
成
二
〇
年
六
月
一
日
の
道
路
交
通
法
の

改
正
に
よ
り
自
転
車
が
歩
道
を
通
行
で
き
る
場
合
を
、

①

｢歩
道
通
行
可
｣
の
標
識
が
あ
る
と
き

②

児
童
.
幼
児

(
一
三
歳
未
満
)、
七
〇
歳
以
上
、
身
体
障
害
の
あ
る

場
合

③

車
道
、
歩
道
の
状
況
に
照
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
場
合

(駐
車
車
両

が
あ
る
、
道
路
工
事
中
)

れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け
ら
れ
る
車
道
の
部
分
を
い

う
。
(第
二
条
第
三
号
の
三
)

[整
備
手
法
の
特
徴
]

①

自
動
車
や
歩
行
者
等
の
他
の
交
通
と
分
離
を
図
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
自
転
車
の
ス
ム
ー
ズ
な
通
行
が
可
能
。

②

自
転
車
と
自
動
車
、
歩
行
者
が
接
触
す
る
危
険
性
が
低
い
。

③

自
転
車
道
内
は
対
面
通
行
が
原
則
。

④

歩
道
は
歩
行
者
専
用
と
な
る
。

◆
自
転
車
専
用
通
行
帯

(図
2
)

[定
義
]

自
転
車
は
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お
い
て
道
路
標
識
等
に

よ
り
通
行
の
区
分
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
指
定
さ
れ
た
車
両
通

行
帯
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(第
二
十
条
第
二
項
)

[整
備
手
法
の
特
徴
]

②

自
転
車
と
歩
行
者
が
接
触
す
る
危
険
性
は
低
い
。

③

分
離
的
分
離
構
造
で
は
な
い
た
め
、
自
転
車
と
自
動
車
が
接
触
す

る
危
険
性
が
残
る
。

④

自
転
車
レ
ー
ン
内
の
自
転
車
の
通
行
は
一
方
向
。

し
か
し
、
東
京
都
で
は
車
道
に
自
転
車
レ
ー
ン
を
整
備
し
て
い
る
道
路
が

極
め
て
少
な
く
、
自
転
車
が
安
心
し
て
通
行
で
き
る
自
転
車
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
す
。



に
変
更
し
た
の
に
続
き
、
携
帯
電
話
の
使
用
、
傘
差
し
等
の
自
転
車
走
行
禁

止
事
項
を
記
し
た
交
通
の
方
法
に
関
す
る
数
則
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

自
転
車
は
車
道
通
行
が
原
則
で
は
あ
る
が
、
自
転
車
利
用
者
か
ら
見
て
車

道
通
行
は
あ
ま
り
に
も
危
険
に
映
る
こ
と
か
ら
、
実
際
は
多
く
の
自
転
車
が

歩
道
を
通
行
し
て
い
る
。
東
京
で
は
、
歩
行
者
が
多
く
、
歩
道
幅
員
が
狭
い

せ
い
か
、歩
道
で
の
自
転
車
と
歩
行
者
と
の
衝
突
事
故
が
急
増
し
て
い
ま
す
。

(自
転
車
と
衝
突
し
て
高
齢
者
が
死
亡
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。)

こ
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
、
国
土
交
通
省
と
警
察
庁
は
、
車
道
や
歩
道
と

区
分
し
た

｢自
転
車
専
用
道
｣
(自
転
車
レ
ー
ン
)
の
整
備
を
進
め
る
モ
デ

ル
地
区
に
全
国
九
人
ヵ
所
を
指
定
し
、
二
年
以
内
に
約

一
三
二
皿
を
整
備
す

る
予
定
で
す
。

最
近
、
健
康
志
向
の
高
ま
り
、
環
境
問
題
対
策
等
で
利
用
が
推
進
さ
れ
て
い

る
自
転
車
が
安
全
に
歩
行
者
、
自
動
車
と
共
存
で
き
る
自
転
車
道
･自
転
車
専

用
レ
ー
ン
を
生
か
し
た
街
づ
く
り
の
取
組
み
が
東
京
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
こ
れ
ら
の
取
組
み
の
箇
所
か
ら

(図
3
)、

自
転
車
専
用
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
以
下
の
二
ヵ
所
、

｢世
田
谷
区
上
馬

区
道
明
薬
通
り
の
自
転
車
走
行
環
境
の
社
会
実
験
｣

｢渋
谷
区
幡
ヶ
谷

都
道
四
三
一
号
線
の

自
転
車
通
行
環
境
整
備
の
モ
デ
ル
地
区
｣

自
転
車
道
に
つ
い
て
は
以
下
の
二
ヵ
所
、

｢江
東
区
亀
戸

国
道
一
四
号

(京
葉
道
路
)
の

自
転
車
通
行
環
境
整
備
の
モ
デ
ル
地
区
｣

｢杉
並
区
阿
佐
ヶ
谷

都
道
中
杉
通
り
の

自
転
車
専
用
通
行
帯
設
置
の
社
会
実
験
｣

を
選
定
し
現
地
調
査
を
行
い
、
資
料
を
作
成
し
て
み
ま
し
た
。

繊麗
ぜ　

　

′し
ろ‘
u詠そ
ご
、交
し覇
＼
＼

/
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五

自
転
車
専
用
レ
ー
ン
に
つ
い
て

1

世
田
谷
区
上
馬

区
道
明
薬
通
り

世
田
谷
区
で
は
、
｢自
転
車
も
歩
行
者
も
安
全
に
安
心
し
て
通
行
で
き
る
道

づ
く
り
｣
を
目
指
し
て
、
平
成
一
九
年

-
-
~

-
二
月
に
か
け
て
三
軒
茶
屋
駅

近
く
の
都
市
計
画
道
路
、
区
道
明
薬
通
り
の
六
〇
0
m
区
間
で
｢自
転
車
走
行

レ
ー
ン
｣
の
社
会
実
験
を
行
い
ま
し
た

(通
り
の
名
称
は
か
つ
て
近
く
に
明
治

薬
科
大
学
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
の
こ
と
)
(図
4
)。

実
験
概
要

(図
5
･
6
)
は
、
車
道
の
左
側
を
青
色
で
カ
ラ
ー
舗
装

(B
=

四
五
皿
)
し
、
L
型
側
溝
部

(B
=
四
〇
皿
)
と
白
色
外
側
線
部

(B
=
一
五

皿
)
の
全
幅
一
m
の
自
転
車
走
行
専
用
レ
ー
ン
を
設
け
、
自
転
車
の
進
行
方
向

を
自
動
車
と
同
じ
方
向
に
一
方
通
行
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
車
道
に
隣
接
す
る
歩

道
で
は
、
歩
行
者
と
自
転
車
の
通
行
位
置
を
区
分
す
る
た
め
の
白
い
点
線
で
区

切
っ
た
自
転
車
専
用
走
行
レ
ー
ン
を
設
け
、
車
道
を
走
行
す
る
自
転
車
と
逆
方

向
の
一
方
通
行
を
誘
導
す
る
と
い
う
内
容
で
し
た
。
自
転
車
レ
ー
ン
幅
が
一
･

五
m
未
満
で
あ
り
、
交
通
規
制
が
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

現
地
で
は
、
実
験
区
間
の
起
終
点
に
一
名
ず
つ
の
計
二
名
と
中
間
地
点
に
一

名
ず
つ
の
計
二
名
の
合
計
四
名
の
誘
導
員
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
実
験
箇
所
を

通
行
す
る
自
転
車
に

｢こ
ち
ら
を
通
行
し
て
下
さ
い
｣
と
声
を
か
け
て
自
転
車

専
用
レ
ー
ン
に
誘
導
し
て
い
ま
し
た
。
明
薬
通
り
は
電
線
等
が
地
中
化
さ
れ
、

道
路
幅
員
も
あ
り
、
見
通
し
も
良
く
実
験
箇
所
に
は
適
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
通
り
の
近
く
に
学
校
等
が
あ
る
た
め
か
多
く
の
自
転
車

が
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

実
際
、
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
を
走
行
し
て
み
ま
し
た
が
、

一
m
の
走
行

幅
で
は
、
車
道
と
歩
道
を
分
離
し
て
い
る
歩
車
道
境
界
ブ
ロ
ッ
ク
や
ガ
ー

【補助209号線 (明薬通り)】

玉
間

　　
　

間
6

m

　
　
　

裏
道

6

鰺
国
約

(玉川通り) から下馬方面に至る都市計画道路補助 2 0 9号線 (明薬通り) の

実験区間:磯絆魂影約600m

①昭蒸J女子大学

　

　

間

郷
間時

　
　
　
　

実
美

平

※

　

　

金

金

日

日

即

刻

~
月

~
月

日

1

日

1

日

日

　

　

　

　

　
　

　
　

9

時

9

時

1I

れれ｢

り乙
1I

在れ呻

　
　
　
　

　

れれ呻図



　　　　　　

　　 　　
1 囚諄 ". l ED 図 I

l 3･om l1 om l 8･om - 当 -
-

嫌 疑 覇讓癒曼}
自転車走行し-ン設置

選鬘 乳 車道 衝 (自転車は自動車と同一方向き方通行)
歩道に l m (歩道上は自動車と反対方向)

2‐om ↑‐om 1.om 1.○m 6‐om 1-orr- 1‐om 1.om 2･om

一方通行 一方通行 一方通行 一方通行
車道と逆方向 車道と同方向 車道と同方向 車道と逆方向

図5 世田谷区上馬 区道明薬通り断面図

礎実験概要 (補助 2 0 9号線 実験 2 )

･狭小道路における自転車走行レーンの設置 (実験 1と同様)

･車道部における自転車走行位置の明確化

→車道の左端のカラー舗装化 (青色)

【実験イメージ図1
< 実験…2 > 菰断面図濃

　 　　　　
　

　　　

　　　 　 　　 　
　　

　　　　 　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　
l6,0m

圓
薹

【歩行者】

圓歩道の端部(宅地寄り)を通行

【自転車(歩道部)】

鬮歩道の車道寄りを自動車と逆方向(一

方通行)で通行

【自転車(車道部淵

圏車道左端を自動車と同じ方向に通行

図 6



ド
パ
イ
プ
と
並
行
し
て
走
行
す
る
自
動
車
と
に
挟
ま
れ
、
圧
迫
感
と
車
道
走

行
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
状
況
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

"

行
の
危
険
さ
を
新
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
東
京
都
内
の
ど
こ
の
道
路

こ
れ
ま
で
の
実
験
か
ら
以
前
は
車
道
を
走
行
す
る
自
転
車
は
一
五
%
程
度

で
も
同
じ
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
携
帯
電
話
使
用
と
荷
捌
き
を
行
う
た
め
の

フ

だ
っ
た
も
の
が
、
ブ
ル
ー
の
カ
ラ
ー
舗
装
の
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
を
設
け
る

約

車
両
が
頻
繁
に
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
に
駐
停
車
し
て
い
る
た
め
、
自
転
車
走

こ
と
に
よ
り
誘
導
員
が
い
な
く
て
も
、
約
七
0
%
の
自
転
車
が
レ
ー
ン
を
走

M

写真2 ブルーカラー舗装自転車レーンを走行する自転車、電線が無く走りやすい明薬通り

写真4 社会実験に関する看板です。現地には多数設置されており、 P R効果は抜群でした

　　　　　　　　　　　

写真3 車道走行は車と同一方向、歩道走行は逆方向、自転車走行者にルールは認識されていた

を設置する前、歩道を自転車が走行しています

　　　
　
　

　　

　　
　

　

　
　

　
　　
　
　
　　

　

　

　　

　
　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　　
　

　

　
　

　

〉へ
こ
め《
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フ



写真 5 走行ルール看板と歩道上の絵文字シール (ピクトグラム)。 様々な方法でルール

　　　　
　

　 　

　

　　　　　
　　

　 　　 　 　　
　　　　　　　　 　

写真6 起終点の誘導員。自転車走行者に ｢こちらを通行してください｣ と声をかけていた

藁
と剛茜讓
幅週穢
して下
檻

“ ノ ーミ Y 男数麩蓬謎儀容さききれへこもミべ'、

写真7 携帯電話の使用と荷捌きを行うためか、東京都内のどこの道路でも見受けられる状況
自転車レーンに自動車が駐車しており、自転車利用者の走行の妨げとなっていた

　
　
　　
　　
　

　　　
　
　
　
　

一丁

　　
　

　

　
ゾメ

ガも
き

行
す
る
よ
う
に
な
り
、
歩
道
で
の
走
行
が
減
少
し
た
と
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
車
道
を
走
行
す
る
自
転
車
を
ド
ラ
イ
バ
ー
が
意
識
す
る
た
め
か
、

自
動
車
の
平
均
速
度
も
時
速
四
○
如
か
ら
三
四
皿
に
落
ち
た
と
い
う
デ
ー
タ

も
出
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

一
方
で
、
｢水
は
け
を
良
く
す
る
た
め
に
車
道
の
路
肩
寄
り
に
つ
い
て
い

る
傾
斜
に
つ
い
て
も
自
転
車
が
走
り
や
す
い
よ
う
に
見
直
し
て
ほ
し
い
｣

｢子
供
や
高
齢
者
も
車
道
を
走
る
の
は
危
険
で
は
｣
と
い
っ
た
意
見
も
寄
せ

ら
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。



　
　
　　

い

一

て
し

し
の

複
時

重
車

と
停

　
　

　
　
　

ペ
ン
で

々
一
難

停
し
困

ス
車
は

バ
転
行

自
走

　　
　
　讓行
灘
意

で
~
釀
ミ

停
し

　
　
　　　

　
　　

　

世
田
谷
区
で
は
今
年
度
、
こ
れ
ま
で
の
個
別
の
道
路
で
自
転
車
専
用
レ
ー

ン
実
験
か
ら
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
、
駐
輪
場
の
あ
る
主
要
な
駅
を
中
心
に

自
転
車
利
用
者
が
多
い
一
如
四
方
程
度
の
地
区
を
設
定
し
、
地
区
内
の
幹
線

道
路
は
勿
論
、
歩
道
の
な
い
四
m
道
路
に
つ
い
て
も
自
転
車
レ
ー
ン
を
設
置

し
、自
転
車
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
総
合
的
な
実
験
を
始
め
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

｢線
だ
け
で
な
く
、
面
で
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
成
果
を
都
道
、
国
道

等
に
も
広
げ
て
自
転
車
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
た
い
｣

自
転
車
と
歩
行
者
、
自
動
車
が
安
全
に
共
存
で
き
る
街
づ
く
り
に
取
り
組

み
始
め
た
世
田
谷
区
。

｢自
転
車
へ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ト
｣、
今
後
の
展
開
に
目
が
離
せ

ま
せ
ん
。

2

渋
谷
区
幡
ヶ
谷

都
道
四
三
一
号
線

こ
の
道
路
は
、
国
土
交
通
省
と
警
察
庁
が
今
後
の
自
転
車
通
行
環
境
整
備

の
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
、全
国
で
九
八
ヵ
所
を
指
定
し
た
う
ち
の
一
つ
で
す
。

平
成
二
〇
年
三
月
下
旬
か
ら
渋
谷
区
幡
ヶ
谷
地
区
の
都
道
四
三
一
号
線
の

約
一
･
二
皿
区
間
で
自
転
車
専
用
通
行
帯

(自
転
車
専
用
レ
ー
ン
)
の
整
備

を
行
い
ま
し
た

(図
7
)
。

実
験
概
要
は

(図
8
)
、
車
道
の
左
側
を
青
色
で
カ
ラ
ー
舗
装

(B
=

一
･
o

m
)
し
、
L
型
側
溝
部

(B
=
○
･
五
m
)
を
加
え
た
、
全
幅

一
･

五
m
の
自
転
車
走
行
専
用
レ
ー
ン
を
設
け
、
自
転
車
の
進
行
方
向
を
自
動
車

と
同
じ
方
向
に
一
方
通
行
さ
せ
ま
す
。
自
転
車
レ
ー
ン
は
、
交
通
規
制
を
実

施
し
、
道
路
標
識
と
道
路
標
示
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
転
車
通
行
空

間
の
明
確
化
を
図
る
と
い
う
内
容
で
し
た
。
現
地
で
の
道
路
の
印
象
は
、
車

道
部
は
直
線
で
見
通
し
が
良
い
が
、
歩
道
部
は
、
街
路
樹
の
植
樹
帯
と
電
線

が
あ
る
た
め
か
、
見
通
し
が
あ
ま
り
良
く
な
い
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。

自
転
車
専
用
レ
ー
ン
を
走
行
し
て
み
ま
し
た
が
、
カ
ラ
ー
舗
装
部

一
m
と

L
型
側
溝
部
○
･
五
m
の
一
･
五
m
の
走
行
幅
が
あ
る
と
、
並
行
し
て
走
行

　　
　　　

　
　

　

　
　

　
　
　　　
　

　

“

写 1 .5 m 幅員の自転車レーン、 自転
車と車の距離感にも余裕があり、安
全な走行が可能です



◎供用開始日 平成 2 0 年 3月下旬

◎実施主体 警視庁、東京都建設局

鬱実施区間 幡ヶ谷不動尊入口交差点から幡ヶ谷二丁目交差点に至る
特例都道 4 3 1 号角筈和泉町線の約 1 .2 k m の区間

　　　　　
･実施内容自

騨務
の設置

残務毅難解癈鰈齪麺

す
る
自
動
車
と
の
距
離
感
に
余
裕
も
あ
り
、
か
な
り
安
心
感
を
も
っ
て
車
箔

を
走
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
交
通
規
制
に
よ
り
設
置
さ
れ
た

車
道
の
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
道
路
標
示
と
バ
ス
停
留
所
の
表
示
は
、
自
転

走
行
車
や
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
も
認
識
し
や
す
く
、
非
常
に
良
く
整
備

れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

　 　 　　
て 路 た 格
も 標 o も
認 示 ま あ
識 と た り
し バ 、 、

や ス 交 か
す 停 通 な
く 留 規 り
、 所 制 安
非 の に 心
常 表 よ 感
に 示 り を
良 は 設 も
く 、 置 っ

整 目 さ て
備 転 れ 車
さ 車 た 道

* 幅員 1 5 nn の自転 ぶ突き糯を^/ さも之' ＼̂ !℃《 な、

議事群傷朧學 】 匿讓雌鶏第88会費惣一“'㈱
を除いた約僅m 部分を青色系に着色します。

【施行前】歩行者 ･自転車共に交通量が
多く、自転車が歩道を通行することに
より、歩行者の通行の妨げや接触の危
険があり、歩行者が安心して通行でき
ません。

【施行後】 自転車が通行すべき場所が明確に
なり、 自転車は車道の左側を今よりも安心
して通行できます。 歩道にゆとりができ、
歩行者の安全性、 快適性が向上します。

図 7 渋谷区幡ヶ谷地区の実験概要

[整備前]

　
　　　　

　　　　 　　　 　　　 　　　　　
　 　 　 　　　 　 　

-
2,om Jみ I 9,om ｣-地 I l

鬮 自転車走行レーン設置{交通規制が実施されていま到 髮誇 淺 車道□ ‘“ (自転車は-方通行)

E整備後}

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　　　　 　　 　 　　　　 　一方通行 一方通行

図 8 渋谷区幡ヶ谷 都道43 1号線の断面図



し
か
し
、
沿
道
の
商
店
や
会
社
に
荷
捌
き
を
行
う
た
め
の
車
両
と
バ
ス
ベ

イ
が
な
い
た
め
、
路
線
バ
ス
が
停
留
所
で
頻
繁
に
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
に
駐

停
車
し
て
い
る
た
め
、
自
転
車
走
行
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
状
況
が
多
数
見

受
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
車
道
と
歩
道
の
境
に
あ
る
歩
車
道
境
界
ブ
ロ
ッ

ク

(緑
石
)
と
車
道
面
と
の
高
さ
の
違
い
に
よ
る
段
差
と
交
差
す
る
道
路
の

部
分
以
外
は
、
車
道
と
歩
道
が
ガ
ー
ド
パ
イ
プ
で
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
る

た
め
、
一
度
自
転
車
レ
ー
ン
に
入
る
と
駐
停
車
車
両
や
路
線
バ
ス
が
前
方
に

い
る
場
合
、
歩
道
上
へ
の
避
難
走
行
が
不
可
能
で
あ
り
、
危
険
な
車
道
走
行

を
強
い
ら
れ
て
い
ま
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
自
転
車
レ
ー
ン
を
走
行
す
る
自

転
車
利
用
は
少
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
自
転
車
レ
ー
ン
内
に
存
在
す
る
バ
ス
停
留
所
と

荷
捌
き
に
よ
る
駐
停
車
車
両
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
、
自
転
車
専
用
レ

ー
ン
を
安
全
に
安
心
し
て
通
行
で
き
る
道
づ
く
り
を
実
現
で
き
る
、
と
強
く

感
じ
て
現
地
を
後
に
し
ま
し
た
。

写真 1 0 交通規制で実現された自転車レ
ーンとバス停の道路標示は利用者

写真 = 自転車レーンに駐停車している車両とバス停に停車中の路線バスの状況。 この
状況では、 自転車レーン走行は困難です。 この問題の解決が自転車レーンの道づ
くりには必要です

穴

自
転
車
道
に
つ
い
て

1

杉
並
区
阿
佐
ヶ
谷

都
道
中
杉
通
り

東
京
都
と
杉
並
区
で
は
、
｢歩
行
者
、
自
転
車
及
び
自
動
車
の
そ
れ
ぞ
れ



鰺実験期間

平成 20年 1月 2 8日 (月) ~
1 阿鰡北緘競

2 月 6日 (水)
““

＼"鼈盪 く実験前の風景>

　　 　　　　　　　　 　
.殺げメ形勢絆絲“、＼し護饑 鬱実験期間
~“‐& "“面壷鰻織漣鰍 鴻 柊碧燃瓣

杉並区阿佐谷北 1丁目
5 番 ~ 3 1番

(通称 :中杉通り)

12 月 2 1日 (金)

＼ 、 ても
　　　　　 　　

　 　　　 　　　　　　　　　　

<社会実験実施区間> “
(J R 阿佐ケ谷駅北口 ~

阿佐谷北 1丁目交差点付近)

<実験中の風景2 >

<実験中の風景1>

図 9 中杉通り自転車道社会実験 結果概要

パーキングメーター
設置レーンバーキンクメーター
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.-‐ ｣-‐"I

r 310m l二･om - 12･om(310m×4車鱒) -風 ｣

自転車走行レーン設置
道都の駐停車帯に 2.5 m (自転車は双方向通行)

行レーンと車道の分離、安全確保に仮設ガードレールを設置

爾後榊照り
d ← ‐#

Jふきナ＼"
□ ･

へ -:′

　　　　　　　　
9.om (3.om×3車親)

図 10 杉並区阿佐谷 都道中杉通りの断面図



が
安
心
し
て
利
用
で
き
る
道
路
空
間
の
確
保
｣
を
目
指
し
て
、
平
成
二
〇
年

設
置
さ
れ
て
い
る
歩
道
寄
り
の
一
車
線
、
東
側
部
分
の
み
を
自
転
車
道
と
し

一
月
二
人
日
5
二
月
六
日
の
一
〇
日
間
に
杉
並
区
阿
佐
谷
の
都
道
中
杉
通
り

ま
し
た
。
自
転
車
道
と
車
道
の
間
に
は
、
仮
設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
し
、

の
約
三
五
0
m
区
間
で
自
転
車
道
の
社
会
実
験
を
行
い
ま
し
た

(図
9
)。

二

･
o

m
の
自
転
車
専
用
通
行
帯
を
確
保
し
、
自
転
車
は
双
方
向
通
行
可
能

実
験
概
要

(図
中
)
は
、
片
側
二
車
線
の
う
ち
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー
が

に
す
る
と
い
う
内
容
で
し
た
。

キングメーターが設置されていた実験前と仮設ガードレール設置後の自転

J R 阿佐ヶ谷駅近くで多くの自転車利用者が通行。車道と分離されており、車
道走行の危険性もなく、自転車道内に駐停車もなく安心安全に走行できます

、
車

現
地
で
は
、
実
験
区
間
の
起
終

、

点
と
交
差
点
部
と
バ
ス
停
留
所
に

鴛戴
射
誘
導
員
が
配
置
さ
れ
て
お
り
･

実

緻派
確
験
箇
所
を
通
行
す
る
自
転
車
利
用

ト
さ
し
-丁

,離
淺

者
を
自
転
車
道
に
誘
導
し
て
い
ま

彎と
叙

し
た
。
中
杉
通
り
は
四
車
線
の
幅

さ弱
心

員
一
二
m
と
車
道
も
広
く
歩
道
も

総
依
植
樹
帯
を
含
め
幅
員
は
四
m
も
あ

q通
な

が
も

り
、
見
通
し
も
が
良
く
、
実
験
に

騨
は
最
適
な
箇
所
と
い
う
感
じ
を
受

,讓

け
ま
し
た
o

ま
た
･

実
験
箇
所
は

転
内

目
道

J
R
阿
佐
ヶ
谷
駅
近
く
の
た
め
、

【宿w聽
団貝
い
“物
、
通
勤
残

通
学
生
寸
の
多
/く

多
自

で

、

の
自
転
車
が
自
転
車
道
を
利
用
し

トノ‐＼
/
＼

〉近
な

て
い
ま
し
た
。

繊閨
実
際
ゆに
･

白
は勒
車
-道
を
走
行
けし

鮒鰕
て
み
ま
し
た
が
、
二
m
の
通
行
~帯
…

嗣勧
は
広
く
威
…じ
ら
れ
て
、
双
方
~メ同
で

口
鰻

は
あ
る
が
、
ル
ー
ル
ど
お
り
に
走

-

行
す
る
と
問
題
は
特
に
感
じ
ら
れ

頸
ま
せ
ん
で
し
た
o

ま
た
、
｣仮
設
ガ



ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
り
車
道
と
自
転
車
道
が
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
る
た
め
車

実
験
の
結
果
、
自
転
車
道
の
設
置
に
よ
り
実
験
前
よ
り
中
杉
通
り
の
実
験

道
走
行
に
お
け
る
車
両
と
の
近
距
離
に
よ
る
圧
迫
感
と
危
険
性
は
皆
無
で
あ

区
間
を
通
行
す
る
自
転
車
交
通
量
が
四
0
%
増
加
し
、
自
転
車
道
の
整
備
を

り
、
自
転
車
レ
ー
ン
内
に
駐
停
車
す
る
車
両
に
よ
る
自
転
車
走
行
の
支
障
も

行
わ
な
か
っ
た
反
対
車
線
の
交
通
量
は
一
二
%
減
少
し
た
と
の
デ
ー
タ
が
出

な
く
安
心
、
安
全
に
走
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
転
車
道
整
備
に
よ
る
安
全
性
、
快
適
性
に
つ
い
て
の

写真 15 横断歩道の注意喚起看板と自転車道の相互通行を示す路面標示状況

写真 I4 自転車道社会実験看板と自転車道が相互通行のP R看板と起終点に配置された
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瀞
費
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写真 16 バス停に誘導員が配置され、目車幕車利用者とバス乗客との支障は見受けられなかった

写真 17 自転車道は相互通行で広さがあり、自転車道内での無理な追い越しが見かけられた



写真 18 自転車道内での横並び走行、信号待ちでの進入、ルール遵守 ･マナー向上が必要です

写真 19 自転車道へのタクシー停車、交差道路への左折車の進入等、ヒヤリハットもあ

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
自
転
車
利
用
者
の
約
八
割
、
歩
行
者
の
七
割
以
上

が
改
善
し
た
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
今
回
の
自
転
車
道
整
備

の
有
効
性
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
実
験
区
間
に
路
線
バ
ス
の
停
留
所
が
あ
り
ま
し
た
が
、
誘
導
員
を

りました

停
留
所
に
配
置
し
た
結
果
、
バ
ス
連
行
へ
の
大
き
な
影
響
は
出
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
本
格
実
施
時
は
誘
導
員
を
配
置
せ
ず
、
バ
ス
乗
降
客
の
安
全
を
確
保

す
る
対
策
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
他
に
自
転
車
道
設
置
に
よ
り
車
道
一
車
線
が
減
少
し
た
た
め
、
荷
捌

き
や
タ
ク
シ
ー
乗
車
、
バ
ス
停
車
等
の
停
車
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
な
り
、
走
行

車
線
上
に
停
車
車
両
及
び
路
線
バ
ス
の
停
車
が
発
生
し
、
無
理
な
追
い
越
し

等
、
安
全
で
円
滑
な
自
転
車
道
通
行
が
阻
害
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
交
差
点
部
で
の
自
転
車
道
を
通
行
す
る
自
転
車
と
横
断
歩
道

を
通
行
す
る
自
転
車
･
歩
行
者
の
交
錯
が
多
く
発
生
し
、
自
転
車
道
内
で
の

安
全
確
保
の
課
題
が
残
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

以
上
の
デ
ー
タ
等
に
よ
り
、
今
回
の
自
転
車
･
歩
行
者
を
分
離
し
た
走
行

環
境
整
備
の
有
効
性
は
概
ね
確
認
で
き
た
と
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
実
験

に
対
し
て
沿
道
、
地
域
の
人
か
ら
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
関
心
の
高
さ
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
実
験
課
題
の
多
く
は
自
転
車
利
用
者
の
マ
ナ
ー
に
起

因
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

今
後
は
、
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
住
民
参
加
の
も
と
検
討
を

進
め
、
自
転
車
レ
ー
ン
等
の
通
行
環
境
整
備
と
あ
わ
せ
て

｢自
転
車
ル
ー
ル

遵
守

･
マ
ナ
ー
向
上
｣
対
策
を
実
施
す
る
予
定
と
の
こ
と
で
す
。
東
京
都
で

の
今
後
の
自
転
車
に
関
す
る
取
組
み
、
注
目
で
す
。

2

江
東
区
亀
戸

国
道
一
四
号

こ
の
道
路
は
、
国
土
交
通
省
と
警
察
庁
が
今
後
の
自
転
車
通
行
環
境
整
備

の
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
、全
国
で
九
八
ヵ
所
を
指
定
し
た
う
ち
の
一
つ
で
す
。

平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
に
江
東
区
亀
戸
地
区
の
国
道
一
四
号
(京
葉
道
路
)

の
約
四
0
o
m
区
間
で
自
転
車
道
が
開
通
し
ま
し
た

(図
H
)。



写真 20 防護柵で車道、歩道と完全に分離
された幅 2 m の自転車、安心安全に

整
備
概
要

(図
惚
)
は
、
片
側
四
車
線
の
車
道
の
左
側
一
車
線
に
幅
二
m

の
自
転
車
道
を
設
置
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
自
転
車
道
と
車
道
の
境
界
に

は
、
自
転
車
利
用
者
が
飛
び
出
さ
な
い
よ
う
に
高
さ
約

一
･
一
m
の
防
護
柵

や
歩
車
道
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

(緑
石
)
を
設
置
し
、
幅
二
m
の
通
行
区
間
を
確

保
し
、
自
転
車
は
双
方
向
通
行
可
能
に
し
て
い
ま
し
た
。

国
道
一
四
号

(京
票
道
路
)
は
八
車
線
の
幅
員
二
五
m
と
車
道
も
広
く
、

歩
道
も
植
樹
帯
を
含
め
幅
員
は
六
m
も
あ
り
見
通
し
も
良
く
、
自

転
車
道
設
置
に
は
最
適
な
箇
所
と
い
う
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。
ま

た
、
自
転
車
道
は
J
R
亀
戸
駅
に
近
く
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
多
く
連

立
す
る
住
宅
街
で
、
買
い
物
、
通
勤
、
通
学
等
の
多
く
の
自
転
車

が
自
転
車
道
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

整
備
箇
所
に
は
、
バ
ス
停
留
所
が
二
カ
所
あ
り
ま
し
た
が
、
停

留
所
部
分
を
自
転
車
道
が
回
避
す
る
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
停
留

所
前
の
自
転
車
道
に
は
交
通
規
制
に
よ
り
バ
ス
乗
降
者
が
横
断
す

る
た
め
の
横
断
歩
道
と
ダ
イ
ヤ
の
自
転
車
用
の
注
意
喚
起
路
面
表
示
が
し
っ

か
り
と
整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
バ
ス
乗
降
者
の
安
全
な
横
断
と
自
転
車
の
注
意
走
行
が
確

保
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
沿
道
に
あ
る
レ
ン
タ
カ
ー
会
社
の
前
に
は
、
十
分
な
ス
ペ
ー

ス
の
車
道
へ
の
出
入
り
口
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
沿
道
住
民
、
会
社
等
へ
の

】 歩道を通行する自転車が無くなる
歩行者は歩道を安心 ･安全 ･快適に
きます。 自転車が安全に通行できる
確保されるため、 自転車事故が減少

選
者
す
さ

歩
行
ま
保

】
歩
き
確

0

後

、
で
が
す

行
め
行
間
ま

施
た
通
空
し

め、歩道を通行する自転車が多く
と自転車の事故が増大しています

図 1 1 江東区亀戸地区の実験概要

　　 　　　　　　　　　　 　　　　　

な
自

一
人

路上駐車による危険な車道通行

【施行前】自転車は車道通行が原則とな
っていますが、路上駐車等により、自
転車が安全に走行する空間が無いた

で

日

行

始
体

間

審

走

!
‘

-

!

開
主

区

内

用
施
施

施

供
実
実

美

鬱
鬱
◎

◎

実施区間 亀戸一 T 目交差点から水神森交差点に至る国道 1 4 号の
約 0 .4 k m の区間

実施内容 自転車道の設置 走行空間の分離ィメ-ジ
* 車道の左端に幅員 2 m の自転車道を 現況
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義も瀞嘉彦吉紫
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胃T画歩罐“ 肉宝議笏でき掛り 車道 上二テコ* 自転車道と車道の境界には、 柵 ･緑 〆物理的に分離 ~ !
　　　　 　　

　　　　　　　 　　
石などの構造物を設置し、 安全性を
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国
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図 12 江東区亀戸 国道 14号線断面図
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自転車走行レーン設置
車道部の 1車線に 2 5 m の自転車レーンを設置

(自転車は双方向通行)
走行レーンと車道の分離、安全確保にガードパイプ、

歩車道境界ブロックを設置
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写真 2 1 センターライン、

し
っ
か
り
し
た
配
慮
も
う
か
が
え
ま
し
た
。

婦大繊興発費時に払
“

　
　　　
　　
　　

　

　

　
　　　　

　
　

　

　　

　

　　
　
　

　

ゐ

行進
面表示の適格な整備で走行ルールは
遵守されていた

4 7

実
際
、
自
転
車
道
を
走
行
し
て
み
ま
し
た
が
、
二

m
の
通
行
帯
は
広
く
感

じ
ら
れ
て
、
車
道
と
自
転
車
道
、
自
転
車
道
と
歩
道
は
柵
と
緑
石
に
よ
り
完

全
に
分
離
さ
れ
て
い
る
た
め
車
道
走
行
に
お
け
る
車
両
と
の
近
距
離
か
ら
く

る
圧
迫
感
と
危
険
性
は
皆
無
で
あ
り
、
自
転
車
道
内
に
駐
停
車
す
る
車
両
に

よ
る
自
転
車
走
行
の
支
障
も
な
く
、
安
心
、
安
全
に
走
行
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

ま
た
、交
通
規
制
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
自
転
車
道
内
の
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
、

停
止
線
、
横
断
歩
道
等
の
路
面
表
示
と
注
意
喚
起
標
識
は
、
自
転
車
利
用
者

に
と
っ
て
認
識
し
や
す
く
、
非
常
に
良
く
整
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を

受
け
た
。
国
道

一
四
号
で
は
、
今
回
整
備
し
た
区
間
の
ほ
か
に
約
八
〇
0
m
、

合
計

一
･
二
脳
の
自
転
車
道
を
整
備
す
る
予
定
と
の
こ
と
で
す
。

｢
こ
れ
ぞ
理
想
の
自
転
車
道
｣
と
い
う
印
象
を
受
け
、
江
東
デ
ル
タ
地
帯

の
現
地
を
後
に
し
ま
し
た
。



写真 22 注意喚起標識等です。自転車走行者にとっては非常にわりやすく設置されていた。
標識と路面表示との相乗効果により、 自転車ルールとマナーは遵守されていた。

　
　　　 　　　　

　　　　　　　 　　　　　　　　　 　

写真23 バス停留所は防護欄で完全分離され、停留所から歩道への出入りは自転車道を横断
するスタイルとなっていた。自転車走行者には路面表示と標識で一時停止を認識させ
ていた。停留所から歩道への横断もスムーズに行われており、 特に支障は見受けられ
なかった

　　 　　　　　　　　



七

最
後
に

自
転
車
は
、
買
い
物
、
通
勤
、
通
学
、
レ
ジ
ャ
ー
等
い
ろ
い
ろ
な
目
的
で

誰
も
が
手
軽
に
使
え
る
身
近
な
交
通
手
段
で
す
。

今
回
、
東
京
の
四
ヵ
所
の
自
転
車
道
と
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
に
つ
い
て
現

地
調
査
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
が
、
自
転
車
道
、
レ
ー
ン
と
も
多
く
の
自
転

車
利
用
者
に
活
用
さ
れ
て
お
り
、
ニ
ー
ズ
の
高
さ
に
大
変
な
驚
き
を
感
じ
ま

し
た
。

東
京
の
日
常
は
、
時
間
と
の
戦
い
で
す
。

道
路
に
お
い
て
も
、
高
速
移
動
が
可
能
で
あ
る
自
動
車
を
中
心
と
し
た
道

づ
く
り
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
車
道
か
ら
追
わ
れ
た
自
転
車

は
歩
道
に
入
り
、
歩
行
者
と
の
事
故
増
加
を
招
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
年
、

環
境
問
題
、
健
康
志
向
の
高
ま
り
等
か
ら
自
転
車
と
い
う
交
通
手
段
は
注
目

さ
れ
、自
転
車
の
走
行
環
境
整
備
の
試
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

写真24 駐停車の注意標識と沿道のレンタ
カー会社への出入口、 柵、 緑石等整
備されていた

自
転
車
走
行
環
境
整
備
が
行
わ
れ
た
モ
デ
ル
地
区
で
は
、
自
転
車
と
歩
行

者
、
車
が
走
れ
る
ス
ペ
ー
ス
を
分
離
し
た
こ
と
で
安
心
、
安
全
な
自
転
車
走

行
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
回
は
、

一
部
の
道
路
で
の
取
組
み
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。
今

後
は
、
自
転
車
利
用
者
の
多
い
道
路
で
重
点
的
に
整
備
を
行
い
、
自
転
車
利

用
に
よ
り
中
心
市
街
地
を
活
性
化
さ
せ
る
よ
う
な
自
転
車
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
築
が
重
要
不
可
欠
だ
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

東
京
で
の
移
動
手

段
と
し
て
、
身
近
に

駿
瀦
副
蝨
芻

饑
撻
滋

"

　　　　　　　　
　
　

　　
　　　　　

ぃ
つ
き
か
ら
始
ま

っ

'燻
蘂
縁
れ虞
鬘
饑
讓
れ

　　　　　　　　
　　
　

　　　　　　　　　　　

　

　
　

　　

　
　
　
　
　　
　
　
　
　

　　
　　
　
　
　

車
と
歩
行
者
、
自
動

鍵
逡
訛

-證
慶
…
‐〆顯
醗
騨
鰍“
讓翳鯰鷲
箋
鱗
構

車
が
安
全
に
共
存
で

濃
壤
遜
、さ

　　

　

　　

　

　

　

　　

　

　
　

　

り
と
い
た
し
ま
す
。

“

5

　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　
写真 25 自転車と歩行者、自転車が安全に共存できる街づくりの取組みか不

可欠です (江東区亀戸 国道 14号線の自転車が安心安全に走行できる自転車道の



占
卿
噛
儒
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

栗
本
係
員

坂
上
さ
ん
!
、
暑
い
で
す
!
、
か
き
氷
が
食
べ
た
い
!
。

坂
上
係
員

ま
っ
た
く
。
だ
ら
だ
ら
し
て
な
い
で
、
さ
っ
、
仕
事
、
仕
事
。
今
日
は

ま
だ
涼
し
い
方
な
ん
だ
か
ら
。

栗
本
係
員

そ
う
い
え
ば
夏
と
い
え
ば
、
花
火
大
会
で
す
よ
ね
。
坂
上
さ
ん
は
今
年

花
火
大
会
へ
は
行
き
ま
す
か
?

坂
上
係
員

え
え
、
今
の
と
こ
ろ
行
く
予
定
に
し
て
る
わ
よ
。
(大
野
く
ん
、
約
束

を
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
る
か
し
ら
!
。)

栗
本
係
員

そ
う
な
ん
で
す
か
。
(や
っ
ぱ
り
彼
氏
と
行
く
の
か
な
。
)
僕
は
、
花

火
大
会
っ
て
、
花
火
も
い
い
ん
で
す
が
、
露
店
も
い
ろ
い
ろ
出
て
、
お
祭

り
気
分
で
、
あ
の
雰
囲
気
も
好
き
な
ん
で
す
よ
ね
!
。

坂
上
係
員

そ
う
。
あ
っ
、
お
祭
り
と
言
え
ば
、
今
日
、
地
元
の
自
治
会
か
ら
、
夏

祭
り
の
三
日
間
、
国
道
に
お
祭
り
の
露
店
を
出
し
た
い
と
い
う
相
談
が
き

た
ん
だ
け
ど
、
栗
本
く
ん
、
ま
ず
、
お
祭
り
の
露
店
を
設
置
す
る
場
合
に

占
用
許
可
は
必
要
か
し
ら
?

栗
本
係
員

え

っ
!

お
祭
り
の
と
き
の
露
店
で
す
か
?

占
用
と
い
う
と
、
水
管

や
ガ
ス
管
、
電
柱
、
そ
れ
か
ら
看
板
等
、
工
事
を
伴
っ
て
設
置
さ
れ
て
、

一
定
の
期
間
継
続
し
て
設
け
ら
れ
る
場
合
で
す
よ
ね
･!
?

お
祭
り
の
露

店
は
日
に
ち
も
短
い
し
、
設
置
と
言
っ
て
も
場
所
を
移
そ
う
と
思
っ
た
ら

す
ぐ
移
せ
る
も
の
だ
し
!
、占
用
許
可
は
必
要
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

坂
上
係
員

本
当
に
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
の
?

お
祭
り
の
露
店
が
設
け
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歩
道
の
幅
員
が
狭
ま
っ
て
、
そ
れ
が
原
因
で
自
転

車
と
歩
行
者
の
事
故
が
起
こ
っ
た
ら
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
ど
う
責
任



を
と
る
か
の
か
し
ら
?

栗
本
係
員

え

っ
･＼

そ
れ
は
･!
。

坂
上
係
員

こ
の
間
、
道
路
管
理
者
以
外
の
者
が
物
件
等
を
設
置
し
て
道
路
を
継
続

的
に
使
用
す
る
道
路
の
特
別
使
用
は
、
占
用
に
限
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
た

わ
よ
ね
。
だ
か
ら
、
道
路
管
理
者
以
外
の
者
が
、
道
路
上
に
物
件
を
設
置

す
る
以
上
、
必
ず
占
用
の
許
可
が
必
要
な
の
よ

(資
料
1
参
照
)。
ち
な

み
に
、
こ
こ
で
い
う

｢継
続
的
に
｣
と
い
う
の
は
、
一
回
の
使
用
が
長
時

間
継
続
す
る
必
要
は
な
い
の
。
そ
れ
に
何
よ
り
、
占
用
物
件
を
列
挙
し
て

い
る
道
路
法
第
三
十
二
条
第

一
項
を
よ
く
読
ん
で
み
て
。

栗
本
係
員

え
~
と
!

(道
路
法
を
開
く
)、
あ
っ
、
道
路
法
第
三
十
二
条
第

一
項

第
六
号
に

｢露
店
、
商
品
置
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
｣
と
あ
り

ま
す
!

お
祭
り
の
露
店
は
こ
こ
に
該
当
す
る
ん
で
す
ね
。

坂
上
係
員

そ
う
。
｢露
店
｣
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
に
も
占
用
物
件
と
し
て
揚
げ

ら
れ
て
い
る
の
よ
。
ち
な
み
に
、
道
路
法
第
三
十
二
条
第

一
項
第
六
号
の

｢露
店
、
商
品
置
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
｣
に
つ
い
て
は
、
臨

時
的
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、
土
地
に
定
着
せ
ず
、
簡
単
に
取
り
払
え
る

も
の
が
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
の
。

栗
本
係
員

そ
う
か
、
な
る
ほ
ど
。
六
号
は
、
お
祭
り
な
ど
の
際
に
一
時
的
に
設
け

る
も
の
が
当
て
は
ま
る
ん
で
す
ね
。

坂
上
係
員

占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
間
も
さ
ら
っ
と
説
明
し
た
け
ど
、
も
う

一
度
、
し
っ
か
り
と
確
認
し
ま
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
、
占
用
物
件
に
つ
い

て
は
、さ
っ
き
道
路
法
第
三
十
二
条
第

一
項
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
け
れ
ど
、

道
路
本
来
の
目
的
で
あ
る
通
行
の
た
め
の
使
用
を
確
保
し
、
占
用
秩
序
を

維
持
す
る
た
め
に
、
道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
に

限
っ
て
許
可
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
限
定
列
挙
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る

わ
ね
。

栗
本
係
員

は
い
。
し
か
し
、
法
令
に
あ
ら
ゆ
る
占
用
物
件
を
列
記
す
る
こ
と
は
難

し
い
し
、
道
路
占
用
の
要
請
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
か
ら
、
｢そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
｣
と
い
う
文
言
を
お
い
て
、
あ
る
程
度
柔
軟
で

弾
力
的
な
対
応
を
可
能
に
し
た
り
、
そ
の
他
の
占
用
物
件
の
範
囲
を
政
令

に
委
ね
た
り
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね

(資
料
2
参
照
)。

坂
上
係
員

そ
の
と
お
り
ね
。
柔
軟
で
弾
力
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て

は
、
通
信
等
の
分
野
で
、
技
術
の
進
歩
に
伴
っ
て
、
電
柱
、
電
線
等
の
従

来
の
典
型
的
な
占
用
物
件
以
外
に
も
新
た
な
物
件
が
出
現
し
て
い
て
、
そ

の
た
め
、
P
H
S
の
無
線
基
地
局
や
光
ア
ク
セ
ス
装
置
、
W
L
L
方
式
無

線
装
置
な
ど
を
、
道
路
法
第
三
十
二
号
第
一
項
第
一
号
の
｢そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
工
作
物
｣
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
し
て
い
る
わ
ね
。

渡
邊
課
長

占
用
物
件
に
つ
い
て
の
勉
強
を
し
て
い
る
よ
う
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
今

年
の
四
月
か
ら
、
一
つ
占
用
物
件
が
増
え
た
の
は
知
っ
て
い
る
か
な
?

坂
上
係
員

は
い
。
道
路
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
、
第
八
号
に
、
新
た
に

｢応
急
仮



設
住
宅
｣
が
増
え
ま
し
た
。

渡
邊
課
長

そ
の
と
お
り
だ
ね
。
非
常
災
害
の
時
に
は
、
多
く
の
被
災
者
が
生
じ
て
、

被
災
者
を
収
容
す
る
た
め
の
仮
設
住
宅
を
早
急
か
つ
大
量
に
供
給
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
け
れ
ど
、今
後
大
規
模
地
震
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

応
急
仮
設
住
宅
の
建
築
用
地
が
不
足
す
る
事
態
も
十
分
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
道
路
区
域
の
通
行
の
用
に
供
し
て
い
な
い
部
分
や
道
路
予
定
区
域
に

お
い
て
応
急
仮
設
住
宅
を
占
用
で
き
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
措
置
さ

れ
た
ん
だ
よ
。

栗
本
係
員

な
る
ほ
ど
。
つ
い
最
近
で
も
時
代
の
要
請
に
伴
っ
て
、
政
令
改
正
さ
れ

て
占
用
物
件
が
追
加
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
は
そ
う
と
、
坂
上
さ
ん
、
花
火
大
会
は
誰
の
要
請
に
伴
っ
て
行
く

ん
で
す
か
?

坂
上
係
員

な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
、
栗
本
く
ん
に
教
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
よ
!

(こ
の
号
終
わ
り
)

資
料
l

道
路
法
施
行
令
第
七
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

看
板
、
標
識
、
旗
ざ
お
、
パ
ー
キ
ン
グ
･
メ
ー
タ
ー
、
幕
及
び
ア
ー
チ

ニ

工
事
用
板
囲
、
足
場
、
詰
所
そ
の
他
の
工
事
用
施
設

三

土
石
、
竹
木
、
瓦
そ
の
他
の
工
事
用
材
料

四

防
火
地
域

(都
市
計
画
法

(昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
)
第
八
条
第
一
項
第

資
料
2

道
路
法
第
三
十
二
条

道
路
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
、
継
続

し
て
道
路
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
柱
、
電
線
、
変
圧
塔
、
郵
便
差
出
箱
、
公
衆
電
話
所
、
広
告
塔
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
工
作
物

二

水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
件

三

鉄
道
、
軌
道
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

四

歩
廓
、
雪
よ
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

五

地
下
街
、
地
下
室
、
通
路
、
浄
化
槽
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

六

露
店
、
商
品
置
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
外
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞

の
あ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

2
~
5

(略
)



五
号

の
防
火
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
内
に
存
す
る
建
築
物

(以
下

｢既
存
建

築
物
｣
と
い
う
。)
を
除
去
し
て
、
当
該
防
火
地
域
内
に
こ
れ
に
代
わ
る
建
築
物
と

し
て
耐
火
建
築
物

(建
築
基
準
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
)
第
二
条
第

九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
を
建
築
す
る
場
合

(既
存
建
築
物
が
防
火
地
域
と
防
火
地
域
で
な
い
地
域
に
わ
た
っ
て
存
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
既
存
建
築
物
を
除
去
し
て
、
当
該
既
存
建
築
物
の
敷
地

(そ
の
近
接

地
を
含
む
。)
又
は
当
該
防
火
地
域
内
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
建
築
物
と
し
て
耐
火
建

築
物
を
建
築
す
る
と
き
を
含
む
。)
に
お
い
て
、
当
該
耐
火
建
築
物
の
工
事
期
間
中

当
該
既
存
建
築
物
に
替
え
て
必
要
と
な
る
仮
設
店
舗
そ
の
他
の
仮
設
建
築
物

五

都
市
再
開
発
法

(昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
)
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事

業
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
施
行
区
域
内
の
建
築
物
に
居
住
す
る

者
で
同
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
施
設
建
築
物
に
入
居
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

を
一
時
収
容
す
る
た
め
必
要
な
施
設
又
は
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
)
に
よ
る
防
災
街
区
整
備
事

業
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
施
行
区
域
内
の
建
築
物

(当
該
防
災

街
区
整
備
事
業
の
施
行
に
伴
い
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
も
の
に
限
る
。)
に
居
住

す
る
者
で
当
該
防
災
街
区
整
備
事
業
の
施
行
後
に
当
該
施
行
区
域
内
に
居
住
す
る
こ

と
と
な
る
も
の
を
一
時
収
容
す
る
た
め
必
要
な
施
設

六

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
事
務
所
、
店
舗
、
倉
庫
、

住
宅
、
自
動
車
駐
車
場
、
自
転
車
駐
車
運
動
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

七

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
高
度
地
区

(建
築
物
の
高
さ
の
最
低
限
度

が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。)
及
び
高
度
利
用
地
区
並
び
に
同
項
第
四
号
の

二
の
都
市
再
生
特
別
地
区
内
の
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
の
上
空
に

設
け
る
事
務
所
、
店
舗
、
倉
庫
、
住
宅
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
及
び
自
動
車

駐
車
場

八

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
内
に
存
す
る
道
路

(車
両
又

は
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
路
肩
の
部
分
を
除
く
。)
の
区
域
内
の

土
地
に
設
け
る
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
で
、
被
災
者
の
居
住
の

用
に
供
す
る
た
め
必
要
な
も
の

九

道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
自
転
車

(側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。)、
原
動
機
付
自
転
車

(側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。)
又
は
道
路
運
送
車
両
法

第
三
条
に
規
定
す
る
小
型
自
動
車
若
し
く
は
軽
自
動
車
で
二
輪
の
も
の

(い
ず
れ
も

側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下

｢
二
輪
自
動
車
｣
と
い
う
。)
を
駐
車
さ
せ
る
た

め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

(第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
に
設
け
る
も
の

を
除
く
。)

十

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用

道
路
の
連
結
路
附
属
地

(以
下

｢特
定
連
結
路
附
属
地
｣
と
い
う
。)
に
設
け
る
食

事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
(次
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。)

で
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の

十
一

高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
設
け
る
休
憩
所
、
給
油
所
及
び
自

動
車
修
理
所

こう



〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
七
年

九
月
二
七
日

佐
賀
地
裁

請
求
一
部
認
容

(双
方
控
訴
)

〔三
審
判
決
〕
平
成
一
人
年
一
一
月
三
〇
日

福
岡
高
裁

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

は
じ
め
に

本
件
は
、
水
路
蓋
か
ら
水
路
に
転
落
し
た
事
故
に
つ
い
て
水
路
管
理
者
の

管
理
瑕
疵
が
認
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
水
路
管
理
者
と
は
別
の
者
が
水

路
蓋
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
蓋
部
分
と
の
間
に
生
じ
た
構
造
上
の
危

険
性
が
水
路
自
体
の
危
険
性
と
認
定
さ
れ
た
点
が
注
目
に
値
す
る
。
道
路
管

理
者
が
無
蓋
の
水
路
を
管
理
し
て
お
り
、
か
つ
、
道
路
管
理
者
以
外
の
者
が

水
路
上
に
蓋
を
設
置
し
て
い
る
事
例
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
参
考
に
供

す
る
次
第
で
あ
る
。

蛔

事
案
の
概
瓣

1

本
件
は
、
×
が
、
平
成

一
六
年
三
月
二
六
日
夜
、
Y
町
の
管
理
に
か
か

る
水
路

(以
下

｢本
件
水
路
｣
と
い
う
。)
に
転
落
し
て
死
亡
し
た
事
故

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。)
に
つ
き
、
×
の
母
親
で
あ
る
一
審
原
告

に
お
い
て
、
本
件
事
故
は
同
町
に
よ
る
本
件
水
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ

た
た
め
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
X
が
被
っ
た
損
害
賠

償
請
求
権
を
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に

基
づ
き
、
同
町
に
対
し
、
八
、
四
七
六
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損

害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

原
審
が
、
上
記
請
求
を
一
部

(四
、三
九
九
万
七
八
七
円
及
び
遅
延
損

害
金
)
認
容
し
た
と
こ
ろ
、
当
事
者
双
方
が
控
訴
し
た
。

*
幡
盪
か
ら
水
略
に
極
離
し
た
事
讓
に
つ
い
て

氷
蹄
管
理
者
の
誉
鯉
幟
癈
が
讓
蕎
さ
れ
た
事
例

ー
水
路
転
落
死
亡
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直



2

前
提
事
実

(争
い
の
な
い
事
実
又
は
証
拠
等
に
よ
り
容
易
に
認
定
で
き
る
事
実
)

印
当
事
者
等

ア

X

(本
件
事
故
当
時
五
一
歳
)
は
、
一
審
原
告
と
a
夫
婦
の
長
男

で
あ
り
、
同
夫
婦
に
は
他
に
二
男

･
b
が
い
る
。

イ

×
は
、
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
会
社
勤
め
を
経
て
、
a
が
経
営
し

て
い
た
寿
司
店
に
お
い
て
板
前
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。

×
は
、
昭
和
六
〇
年
に

｢有
限
会
社
K
｣
(以
下

｢
K
社
｣
と
い

う
。)
を
設
立
し
、
そ
の
代
表
者
に
就
い
て
a
の
後
を
継
ぎ
、
本
件

事
故
当
時
は
、
｢
K
寿
司
｣
ほ
か

一
店
の
経
営
を
切
り
盛
り
し
て
い

た
。
×
は
、
昭
和
五
七
年

三
一月
に
妻

･
c
と
婚
姻
し
た
が
、
子
は

い
な
か

っ
た
。

ウ

Z
は
、本
件
事
故
当
時
は
d
大
学
在
学
中
の
医
学
生
で
あ
っ
た
が
、

か
つ
て
e
大
学
理
学
部
及
び
同
大
学
院
に
在
学
し
て
い
た
こ
ろ
、
K

寿
司
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
緑
か
ら
、
そ
の
後

も
×
と
親
交
を
結
ん
で
い
た
。

②
本
件
事
故
の
発
生

ア

×
は
、
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
午
前
八
時
こ
ろ
、
高
速
バ
ス
で
f

高
校
前
バ
ス
停

(以
下

｢本
件
バ
ス
停
｣
と
い
う
。)
に
到
着
し
、
Z

の
出
迎
え
を
受
け
た
。
二
人
は
、
ス
ー
パ
ー
で
食
材
と
酒
を
買
い
、
Z

方
で
飲
食
し
た
後
、
X
は
、
昼
こ
ろ
か
ら
午
後
七
時
く
ら
い
ま
で
同
所

で
昼
寝
を
し
た
。
×
が
目
を
覚
ま
し
て
か
ら
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
二
人
で

夕
食
を
と
っ
た
後
、
Z
は
、
帰
宅
す
る
と
い
う
×
を
、
自
動
車

(以
下

｢Z
車
｣
と
い
う
。)
で
、
本
件
バ
ス
停
ま
で
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。

イ

同
日
午
後
九
時
三
〇
分
こ
ろ
、
Z
車
は
、
別
図
平
面
図

(以
下

｢本
件
平
面
図
｣
と
い
う
。)
記
載
の
国
道

(以
下

｢本
件
国
道
｣
と

い
う
。)
を
北
方
か
ら
進
行
し
て
来
て
、
有
限
会
社

g

(以
下

｢
g

社
｣
と
い
う
。)
が
経
営
す
る
飲
食
店
舗
に
隣
接
す
る
駐
車
場

(以

下

｢本
件
駐
車
場
｣
と
い
う
。)
に
進
入
し
、
同
駐
車
場
内
で
方
向

転
換
し
て
、
本
件
平
面
図
中

｢◎
｣
(別
図
参
照
)
の
位
置
で
、
前

照
灯
が
本
件
バ
ス
停
方
向
を
照
射
す
る
よ
う
な
態
勢
で
停
車
し
た
。

ウ

同
所
で
Z
車
か
ら
下
車
し
た
X
は
、
h
方
面
行
き
高
速
バ
ス
の
発

車
時
刻
を
確
か
め
る
べ
く
、
小
走
り
で
、
本
件
平
面
図
の
｢バ
ス
停
｣

記
載
の
位
置
に
あ
っ
た
本
件
バ
ス
停
に
向
か
っ
た
。
Z
は
、
乗
車
し

た
ま
ま
×
の
姿
を
目
で
追
っ
て
い
た
が
、
突
然
×
の
姿
が
視
界
か
ら

N“
/
/

国

道

As舗装

勾

･
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◎

増

別図



消
え
た
の
で
、
×
の
姿
が
消
え
た
辺
り
に
駆
け
付
け
て
、
付
近
を
探

し
た
と
こ
ろ
、
本
件
水
路
に
転
落
し
、
左
側
臥
位
で
横
た
わ
っ
て
い

る
×
を
発
見
し
た
。

エ

X
は
、
Z
が
手
配
し
た
救
急
車
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
が
、
結
局
、

上
記
転
落
に
よ
る
外
傷
を
原
因
と
す
る
脳
挫
傷
･
急
性
硬
膜
下
血
腫

の
た
め
、
翌
二
七
日
午
前
四
時

一
七
分
に
死
亡
し
た
。

③
本
件
事
故
現
場
付
近
の
状
況
等

ア

本
件
水
路
は
、
も
と
も
と
国
有
の
土
水
路
で
あ
り
、
d
県
が
管
理

事
務
を
担
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
五
人
年
、
国
道
排
水
路
整
備
事

業
に
伴
い
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の

｢U
型
側
溝
4
5
0
｣
が
設
置
さ

れ
た
。

も
っ
と
も
、
本
件
駐
車
場
は
、
｢U
型
側
溝
4
5
0
｣
が
設
置
さ

れ
た
後
も
、
平
成
八
年
こ
ろ
に
至
る
ま
で
、
本
件
水
路
と
さ
し
た
る

高
低
差
も
な
く
広
が
っ
て
い
た
田
ん
ぼ
の
一
部
で
あ
っ
た
。

イ

と
こ
ろ
で
、
g
社
は
、
上
記
飲
食
店
の
出
店
を
も
く
ろ
み
、
本
件

駐
車
場
を
含
む
敷
地
部
分
に
本
件
国
道
路
面
と
同
程
度
に
至
る
ま
で

盛
り
土
を
し
た
上
、
本
件
国
道
か
ら
の
自
動
車
の
乗
り
入
れ
の
便
を

確
保
す
べ
く
、
本
件
水
路
上
方
に

｢
V
s
側
溝
5
o
o
｣
(以
下

｢本
件
ふ
た
｣
と
い
う
。)
を
設
置
し
、
も
っ
て
、
本
件
水
路
上
に
通

路
橋

(有
蓋
部
分
)
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。
そ
こ
で
、
g
社
は
、

平
成
八
年
八
月
一
日
付
け
で
、
Y
町
建
設
課
を
経
由
し
て
、
d
県
知

事
に
対
し
、
公
有
水
面
占
用
許
可
を
申
請
し
、
同
年
九
月
三
五
日
付

け
で
そ
の
旨
の
許
可
を
得
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
g
社
は
、
上
記
計

画
ど
お
り
造
成
工
事
を
す
る
と
と
も
に
、
本
件
ふ
た
を
設
置
す
る
工

事
を
行
っ
た
。

な
お
、
本
件
ふ
た
の
設
置
工
事
は
、
本
件
駐
車
場
用
地
の
一
部
で

あ
る
土
地
を
所
有
し
て
い
た
i
の
出
捐
で
行
わ
れ
た
。

ウ

上
記
造
成
等
工
事
の
結
果
、
本
件
水
路
は
、
本
件
平
面
図
の
と
お

り
、
国
道
か
ら

g
社
の
店
舗
及
び
駐
車
場
に
通
じ
る
有
蓋
部
分
と
、

そ
の
南
に
あ
っ
て
こ
れ
と
接
続
す
る
無
蓋
部
分
か
ら
な
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
、
無
蓋
部
分
は
、
そ
の
東
側
に
傾
斜
の
あ
る
法
面
を
有

し
、
西
側
に
お
い
て
本
件
水
路
と
並
行
し
て
存
在
す
る
里
道

(以
下

｢本
件
里
道
｣
と
い
う
。)
と
接
し
て
い
た
が
、
本
件
里
道
は
そ
の
北

端
と
西
側
を
高
さ
約
一
･
四
m
の
垂
直
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁
壁
で
本

件
駐
車
場
と
隔
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
本
件
里
道
の
西
側
に
接

す
る
上
記
擁
壁
に
沿
っ
て
、
本
件
駐
車
場
側
に
、
幅
約
二
m
、
長
さ

約
四
m
、
高
さ
約
二
m
の
屋
根
の
あ
る
簡
易
な
構
造
物
が
建
っ
て
い

た
。そ

の
後
、
g
社
は
、
条
例
に
基
づ
き
、
Y
町
に
対
し
、
平
成
八
年

九
月
以
降
、
平
成
一
七
年
度
分
ま
で
の
上
記
公
有
水
面
占
用
許
可
に

伴
う
占
用
料
を
支
払
っ
て
き
た
。

エ

本
件
水
路
は
、
平
成

一
三
年
四
月
一
○
日
、
国
か
ら
Y
町
に
譲
与

さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
Y
町
に
お
い
て
本
件
水
路
を
管
理
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
な
お
、
鑑
婁
皿部
分
周
辺
で
Y
町
の
管
理
の
対
象
と
な
る
の

は
本
件
水
路
と
本
件
里
道
に
限
ら
れ
る
。

し
か
し
、
Y
町
に
お
い
て
、
有
蓋
部
分
の
南
端
付
近
か
ら
無
芸
皿部

分
に
人
が
転
落
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
取
る
こ
と
の
是

非
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
は
な
く
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
事
故

現
場
付
近
に
、
上
記
転
落
防
止
を
目
的
と
す
る
工
作
物

(柵
、
フ
ェ

ン
ス
、
照
明
灯
、
警
告
標
示
等
)
は
何
ら
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。



㈱
相
続

略

3

争
点
及
び
争
点
を
め
ぐ
る
当
事
者
の
主
張
の
要
旨

目

×
が
転
落
し
た
場
所
の
特
定

三
審
原
告
の
主
張
】

×
が
Z
車
か
ら
降
り
た
後
に
た
ど
っ
た
経
路
は
、
本
件
平
面
図
中
実

線
及
び
同
破
線
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
人
は
、
有
蓋
部

分
の
南
端
に
お
い
て
足
を
踏
み
外
し
、
同
所
か
ら
無
篝
血部
分
に
転
落
し

た
も
の
で
あ
る
。

三
審
被
告
の
主
張
圓

×
が
足
を
踏
み
外
し
た
場
所
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、

×
に
と
っ
て
有
蓋
部
分
よ
り
も
手
前
に
当
た
る
本
件
里
道
の
北
端
と

か
、
逆
に
有
蓋
部
分
を
通
り
過
ぎ
、
無
婁
皿部
分
の
東
側
に
位
置
す
る
法

面
か
ら
同
部
分
へ
向
か
っ
て
転
落
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
×

の
転
落
箇
所
が
特
定
で
き
な
い
以
上
、
本
件
事
故
と
の
関
係
で
Y
町
が

本
件
水
路
の
管
理
責
任
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
わ
れ
は
な

し
Y

②
Y
町
に
よ
る
本
件
水
路
の
管
理
上
の
瑕
疵
の
有
無

三
審
原
告
の
主
張
】

ア

本
件
水
路
は
、
そ
の
有
蓋
部
分
の
南
端
に
お
い
て
、
本
件
ふ
た
表

面
か
ら
無
蓋
部
分
の
底
面
ま
で
約

一
･
五

m
の
高
低
差
が
存
在
す

る
。
し
か
も
、
無
雲
皿部
分
の
U
字
溝
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
あ
る
か

ら
、
上
記
南
端
か
ら
鑑
箋
皿部
分
に
転
落
し
た
者
は
、
U
字
溝
に
頭
部

を
強
打
す
る
こ
と
と
な
り
、
死
亡
す
る
危
険
性
が
高
い
。

そ
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
高
低
差
の
あ
る
状
況
は
、
Y
町
が
本
件

水
路
の
譲
与
を
受
け
た
平
成
一
三
年
四
月
の
時
点
で
、
既
に
発
生
し

て
い
た
。

イ

し
か
る
に
、
本
件
水
路
に
は
、
有
蓋
部
分
南
端
か
ら
無
芸
皿部
分
に

転
落
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

(そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
は
、
の
本
件
里
道
及
び
無
害
皿部
分
東
側
の
法
面
に
杭
を
立
て
、
杭

と
杭
の
間
に
ロ
ー
プ
や
ネ
ッ
ト
を
張
っ
た
り
、
有
蓋
部
分
又
は
無
婁
皿

部
分
に
防
護
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
す
る
な
ど
、
転
落
事
故
を
物
理
的
に

防
止
す
る
た
め
の
措
置
と
、
の
通
行
人
に
上
記
高
低
差
の
存
在
を
認

識
さ
せ
る
に
足
り
る
警
星
ロ板
や
、
特
に
夜
間
に
お
い
て
そ
の
点
の
効

果
が
あ
る
照
明
灯
の
設
置
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。)
を
欠
い
て
お
り
、

さ
ら
に
は
、
仮
に
通
行
人
が
転
落
し
た
場
合
で
も
U
字
溝
に
頭
部
を

強
打
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
無
芸
皿部
分
を
覆
う
ふ
た
の
設
置

を
欠
い
て
い
た
。

ウ

し
た
が
っ
て
、
本
件
水
路
に
は
、
上
記
イ
の
各
措
置
を
欠
い
て
い

た
と
い
う
管
理
上
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

三
審
被
告
の
主
張
】

上
記
高
低
差
は
、
g
社
が
得
た
公
有
水
面
占
用
許
可
に
よ
り
、
本
件

ふ
た
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
現
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本

件
水
路
そ
の
も
の
が
有
す
る
危
険
性
に
は
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
本
件
ふ
た
が
設
置
さ
れ
た
経
過
が
前
提
事
実
③
イ
の
と
お
り
で

あ
る
以
上
、
有
蓋
部
分
の
南
端
か
ら
の
転
落
を
防
止
す
べ
く
回
避
措
置
を

と
る
べ
き
な
の
は
本
件
ふ
た
の
管
理
者
で
あ
っ
て
、
Y
町
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
水
路
に
は
、
Y
町
に
よ
る
管
理
上
の
瑕
疵
は
な

LV



③
過
失
相
殺

三
審
被
告
の
主
張
】

×
は
、
本
件
事
故
当
時
五
一
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
周
囲
の
危
険
性
の

有
無
に
関
す
る
判
断
力
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
同
人
は
、
本

件
事
故
の
前
に
も
、
六
~
八
回
に
わ
た
り
本
件
バ
ス
停
を
利
用
し
た
こ

と
が
あ
っ
て
、
本
件
水
路
付
近
を
訪
れ
た
の
は
本
件
事
故
時
が
初
め
て

で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
本
件
事
故
当
時
、
Z
車
の
前
照
灯
に
よ
り
、

本
件
事
故
現
場
付
近
ま
で
照
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
少
し
の

注
意
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
危
険
性
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
X
は
特
に
急
ぐ
必
要
も
な
い
の
に
、
小
走
り
で
有
蓋
部
分

に
さ
し
か
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
件
事
故
に
つ
き
×
の
過
失
を
九

0
%
と
し
て
過
失
相
殺
を
す
べ
き
で
あ
る
。

三
審
原
告
の
主
張
】

×
が
過
去
に
も
本
件
バ
ス
停
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
本
件
事
故
の
約
五
年
も
前
を
最
後
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

し
、
過
去
の
利
用
は
い
ず
れ
も
昼
間
の
利
用
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
本
件
事
故
当
時
、
X
は
決
し
て
急
い
で
い
た
わ
け
で
は
な
い

し
、
か
え
っ
て
、
Z
車
の
前
照
灯
が
点
灯
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は

×
側
に
お
い
て
そ
れ
な
り
の
注
意
義
務
を
尽
く
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
一
審
被
告
の
指
摘
に
か
か
る
事
情
が
あ
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
過
失
相
殺
を
す
べ
き
で
は
な
い
。

回
損
害
額
に
関
す
る
一
審
原
告
の
主
張

略

二

当
裁
判
所
の
判
断

争
点
の
に
つ
い
て

1

Z
は
、
Z
車
を
降
り
て
本
件
バ
ス
停
へ
向
か
っ
た
×
の
姿
を
目
で
追

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
そ
の
姿
が
視
界
か
ら
消
え
た
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら

(前
提
事
実
②
ウ
)、
×
は
、
一
瞬
に
し
て
、
相
応
の
高
さ
か

ら
転
落
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
×
は
無
蓋
部

分
に
お
い
て
、
左
側
臥
位
で
発
見
さ
れ
た
が

(同
上
)、
Z
の
通
報
に

よ
り
現
場
に
到
着
し
た
救
急
隊
員
は
、
X
の
外
傷
と
し
て
は
後
頭
部
左

側
の
挫
創
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
っ
た
こ
と

(書
証
)
、
後
刻
、
警
察

官
と
と
も
に
鑑
著
皿部
分
付
近
を
見
分
し
た
Z
は
、
同
警
察
官
か
ら
、
X

に
は
里
道
に
落
ち
た
形
跡
が
な
か
っ
た
と
聞
か
さ
れ
た
こ
と

(原
審
証

人
Z
)、
以
上
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
X
は
、
足
を
踏
み
外
し
た
地
点
か
ら
、
無
婁
皿部
分

へ
向
か
っ
て
直
接
落
下
し
た
も
の
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
×

が
足
を
踏
み
外
し
た
地
点
は
、
無
害
皿部
分
の
直
上
に
位
置
す
る
有
蓋
部

分
の
南
端
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

の

こ
れ
に
対
し
、
一
審
被
告
は
、
上
記

--
3
-
の
一
審
被
告
の
主
張

欄
の
と
お
り
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
上
記
の
の
説
示
に
照
ら
し
、
採
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

争
点
②
に
つ
い
て

①
ア

有
蓋
部
分
の
南
端
付
近
に
お
い
て
は
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
ふ

た
が
本
件
水
路
底
面
の
一
･
五
二
五
m
上
方
に
設
置
さ
れ
て
お
り

(書
証
、
弁
論
の
全
趣
旨
)、
か
つ
、
本
件
水
路
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

にQ



で
あ
っ
た
の
で
あ
る

(前
提
事
実
③
ア
)
か
ら
、
有
蓋
部
分
の
南
端

に
お
い
て
足
を
踏
み
外
し
、
そ
の
直
下
に
転
落
し
た
者
は
、
約

一
･

五
m
下
方
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
本
件
水
路
底
面
に
直
接
衝

突
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
う
な
っ
た
場
合

に
は
相
応
の
傷
害
を
負
う
危
険
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
上
記
危
険
は
、
本
件
駐
車
場
部
分
が
造
成
さ
れ
、

同
部
分
と
本
件
国
道
と
の
出
入
り
を
可
能
に
す
べ
く
本
件
ふ
た
が
設
置

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
的
に
は
本
件
ふ

た
の
設
置
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
見

方
を
変
え
れ
ば
、
本
件
水
路
が
、
本
件
ふ
た
の
あ
る
部
分

(有
蓋
部
分
)

と
鑑
蓋
部
分
が
上
記
の
程
度
の
落
差
を
も
っ
て
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら

く
る
危
険
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
件

水
路
そ
の
も
の
が
有
す
る
危
険
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

イ

こ
れ
に
対
し
、
一
審
被
告
は
、
上
記

--
3
-
②
-
審
被
告
の
主
張

欄
の
と
お
り
主
張
す
る
。
上
記
危
険
な
状
態
が
生
じ
た
経
緯
及
び
直
接

の
原
因

(上
記
ア
)
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
ふ
た
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ

り
そ
の
よ
う
な
危
険
な
状
態
を
作
出
し
た
g
社
に
も
危
険
防
止
措
置
を

講
ず
べ
き
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

本
件
水
路
の
管
理
者
で
あ
る
一審
被
告
の
管
理
責
任
が
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
上
記
主
張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②

-
審
被
告
の
管
理
に
か
か
る
本
件
水
路
が
上
記
①
ア
の
と
お
り
危
険

な
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
審
被
告
は
管
理
者
と
し
て

そ
の
よ
う
な
危
険
な
状
態
を
解
消
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
上
記
危
険
を
解
消
す
る
た
め
の
具
体
的
な

措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
可
能
性
を
含
め
て
検
討
す
る
。

ア

ま
ず
、
①
有
蓋
部
分
南
端
先
か
ら
無
蓋
部
分
へ
の
転
落
を
物
理
的

に
防
止
す
る
た
め
の
工
作
物

(冊
又
は
フ
ェ
ン
ス
等
)
を
設
置
す
る

の
が
、
上
記
措
置
と
し
て
は
最
も
確
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
②
警
告
標
示
や
有
蓋
部
分
南
端
及
び
そ
の
先
の

無
蓋
部
分
周
辺
を
照
射
す
る
照
明
灯
を
設
置
す
る
な
ど
、
上
記
の
ア

の
危
険
の
存
在
を
認
識
さ
せ
る
た
め
の
措
置
も
、
①
ほ
ど
で
は
な
い

が
、
転
落
防
止
の
た
め
に
は
有
効
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
転
落
防
止

そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
③
無
蓋
部
分
に
比
較

的
柔
ら
か
い
素
材
の
ふ
た
を
設
置
す
る
な
ど
、
有
蓋
部
分
南
端
先
か

ら
転
落
し
た
場
合
に
お
け
る
衝
撃
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
も
、
上

記
危
険
の
軽
減
に
資
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

イ

そ
し
て
、
有
蓋
部
分
南
端
及
び
霊
婁
皿部
分
周
辺
の
状
況

(前
提
事

実
③
ウ
)
か
ら
し
て
、
上
記
各
措
置
を
取
る
こ
と
が
客
観
的
に
不
可

能
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。

な
る
ほ
ど
、
上
記
ア
①
の
措
置
を
取
る
た
め
に
は
、
設
置
し
よ
う

と
す
る
工
作
物
の
形
状
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
本
件
国
道
敷
、
本

件
駐
車
場
用
地
、
本
件
ふ
た
又
は
本
件
水
路
東
側
の
法
面
に
工
作
物

の
一
部

(例
え
ば
支
柱
等
)
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
、
し
た
が
っ
て
、

Y
町
が
そ
れ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
上
記
各
土
地
･
構

造
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者

(以
下

｢近
隣
管
理
者
｣
と
い
う
。)

の
協
力
な
い
し
少
な
く
と
も
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
見
易

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
よ

う
な
工
作
物
の
設
置
そ
の
も
の
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
Y
町
が
上
記
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と

し
た
こ
と
が
な
い
以
上
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
近
隣
管
理
者
に
お
ハ

に〇



て
Y
町
に
よ
る
転
落
防
止
の
た
め
の
工
作
物
の
設
置
に
同
意
し
な
い

イ

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
×
は
、
Z
車
か
ら
下
車
す
る
や
、
本
件

意
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な

い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
大
が
か
り
な
工
作
物
で
は
な
く
と
も
、
本

件
里
道
に
の
み
支
柱
を
設
置
し
、
同
支
柱
で
も
っ
て
フ
ェ
ン
ス
を
支

持
す
る
構
造
の
工
作
物
で
も
、
転
落
を
防
止
す
る
た
め
に
そ
れ
な
り

の
効
果
を
発
揮
し
得
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
な
ら

ば
、
近
隣
管
理
者
の
同
意
を
得
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

上
記
ア
②
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
標
示
や
照
明
灯
を
本
件
里
道
に
設

置
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
近
隣
管
理
者
の
同
意
は
必
要
な
い
し
、
同
③

の
措
置
が
Y
町
に
お
い
て
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ウ

し
か
る
に
、
本
件
事
故
当
時
、
上
記
ア
①
な
い
し
③
の
い
ず
れ
の

措
置
も
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
以
上

(前
提
事
実
③
エ
)、
そ
の

当
時
本
件
水
路
を
管
理
し
て
い
た
Y
町
の
同
水
路
の
管
理
に
は
瑕
疵

が
あ

っ
た
も
の
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
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バ
ス
停
の
方
向
へ
小
走
り
で
走
り
寄
ろ
う
と
し
た
(前
提
事
実
②
ウ
)

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
同
人
に
は
相
応
の
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
を

認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
し
て
、
上
記
2
◎
ア
の
危
険
性
が
現
出
し
た
平
成
八
年
九
月
こ

ろ
以
降
本
件
事
故
ま
で
の
間
、
同
種
の
転
落
事
故
の
発
生
が
窺
え
な

い
こ
と

(原
審
証
人
i
)
を
も
総
合
す
る
と
、
本
件
事
故
に
お
け
る

×
の
過
失
割
合
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
三
五
%
と
認
め
、
こ
の
割
合
を

も
っ
て
過
失
相
殺
を
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

②
な
お
、
一
審
被
告
は
、
X
が
本
件
事
故
よ
り
も
前
に
本
件
バ
ス
停
を

利
用
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
同
人
の
過
失
判
断
に
際
し
て
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。
し
か
し
、
X
が
本
件
事
故
の
前
に
本
件
バ

ス
停
を
利
用
し
た
の
は
そ
の
五
年
も
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
し

(書
証
)、

ま
た
、
そ
も
そ
も
バ
ス
の
乗
降
の
際
に
本
件
水
路
の
危
険
な
状
態
を
認

識
す
べ
き
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
一
審
被
告
の
主

張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

3

争
点
③
に
つ
い
て

①
ア

本
件
事
故
当
時
は
夜
間
で
あ
り
、
本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
こ
れ

と
い
っ
た
照
明
は
な
く
、
暗
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と

も
、
Z
車
が
前
照
灯
を
本
件
バ
ス
停
方
向
へ
向
け
て
照
射
し
て
く
れ

て
い
た
と
は
い
え

〈前
提
事
実
②
イ
)、
そ
れ
は
周
辺
の
安
全
を
確

認
す
る
に
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
有
蓋
部
分

の
南
端
付
近
か
ら
先
に
お
い
て
約
一
･
五
m
の
落
差
を
も
っ
て
鍋
蓋

部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
照
ら
し
出
す
こ
と
ま
で
期
待
で
き
る
よ
う

な
措
置
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

4

争
点
@
に
つ
い
て

略

三

結
論

以
上
の
次
第
で
、
一
審
原
告
の
請
求
は
、
三
、九
四
四
万

一
、
0
七
〇
円
及

び
本
件
事
故
発
生
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
民
法
所
定
年
五
分
の
割
合
に
よ
る

遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
る
限
度
で
理
由
が
あ
る
か
ら
こ
れ
を
認
容
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
と
異
な
る
原
判
決
は
変
更
を
免
れ
な
い
。

一
審
被
告
の

控
訴
は
上
記
の
限
度
で
理
由
が
あ
り
、
一
審
原
告
の
控
訴
は
理
由
が
な
い
。

ぬn




